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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、平成２６年第

３回美幌町議会定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、４番上杉晃央さん、５番早瀨仁

志さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。

去る９月１０日、議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君）〔登壇〕 平成２６

年第３回美幌町議会定例会の開会に当たり、

去る９月１０日、議会運営委員会を開催しま

したので、その内容と結果について報告いた

します。

本定例会に付議された案件は、専決処分の

承認１件、人事案件１件、議案７件、決算認

定８件、意見書案３件、報告事項６件ほかで

あります。

本日９月１６日、第１日目は、まず町長か

ら行政報告があります。その後、一般質問に

入りますが、通告順に、松浦和浩さん、中嶋

すみ江さん、大原昇さん、新鞍峯雄さん、私

吉住博幸の５名を予定しています。

第２日目、９月１７日は、前日に引き続き

一般質問を行い、坂田美栄子さん、上杉晃央

さん、大江道男さん、岡本美代子さんの４名

を予定しています。

その後、議案審議へと入り、承認第９号専

決処分の承認について、平成２６年度美幌町

一般会計補正予算（第２号）から議案第４５

号平成２６年度美幌町個別排水処理特別会計

補正予算（第１号）についてまでを審議しま

す。

第３日目、９月１８日は、前日に引き続き

議案審議を行いますが、認定第１号平成２５

年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てから認定第８号平成２５年度美幌町病院事

業会計決算認定についてまでの平成２５年度

各会計決算認定については、一般会計等及び

企業会計の決算審査特別委員会をそれぞれ設

置し、閉会中の継続審査とします。その後意

見書案の審議、報告案件などを予定していま

す。

次に、本定例会において意見書の提出を求

める要請、陳情を６件受理していますので、

その取り扱いについて報告いたします。

釧路弁護士会からの釧路地方裁判所北見支

部における労働審判の実施を求める陳情、軽

度外傷性脳損傷仲間の会からの軽度外傷性脳

損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正な

どを求める陳情、北海道索道協会からの軽油

引取税の課税免除措置の継続を求める陳情、

以上の３件については、それぞれ意見書を作

成し、国等の関係機関へ提出することにいた

します。

また、北商連婦人部協議会からの所得税法

第５６条の廃止を求める陳情、北海道公務・

公共業務労働組合共闘会議からの給与制度の

総合的見直しに関する要請。北海道弁護士会

連合会からの特定秘密の保護に関する法律の

廃止を求める陳情については、資料の配付の

措置といたしました。

以上のとおり審議を進めることとし、会期

を本日９月１６日から９月１８日までの３日

間とします。

なお、審議の進行状況によっては、日程を

変更する場合もありますので、議員及び行政

職及び関係諸氏におかれましては、御理解と

協力をお願いいたします。慎重なる審議に皆

さんの協力をお願いするとともに、行政職員
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の皆さんには真摯かつ誠実な答弁と対応を申

し上げて、議会運営委員会委員長としての報

告といたします。

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長からの報告

があったとおり、本定例会の会期を本日から

９月１８日までの３日間といたしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は、本日から９月１８日

までの３日間と決定しました。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を申し上

げます。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましても、印刷し

たものを配付しておりますので、御了承願い

ます。

なお、鈴木農業委員会会長、松本選挙管理

委員会委員長、明日以降欠席の旨、それぞれ

届け出がありまた。

また、本定例会中、議会広報及び町広報用

のため写真撮影を行いますので、御了承願い

ます。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコンの

使用を許可しておりますので、あわせて御承

知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第３ 行政報告

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 行政報告

について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２６年第３回美幌町議会定例会が開催

されるに当たり、御出席を賜りました議員各

位に対しまして、心から感謝いたしますとと

もに、行政報告と提出案件の概要について御

説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に、ワイ

パ地区定住１５０年記念祭訪問の結果につい

てであります。

去る６月９日から１５日までの日程で、私

を含め公式訪問団として７名が、本町の友好

姉妹都市であるケンブリッジの地域を含むワ

イパ地区の定住１５０年記念行事に出席して

まいりました。

訪問中、ケンブリッジとの友好のあかしと

して、ジム・ミルクリースト首長とともに記

念植樹をしたほか、ケンブリッジ商工会議所

役員を初め、多くのケンブリッジ関係者と率

直な意見交換をし、有意義な交流となりまし

た。

ケンブリッジ高校では、かつて美幌高校に

留学をしていた生徒との再会や、在校生徒に

よる伝統的なダンスの「ハカ」の歓迎があ

り、高校生の留学事業に大きな意義を感じた

ところであります。

また、定住１５０年記念行事の最大のイベ

ントである農業博覧会フィールデイズでは、

展示品や展示エリアの規模はもとより、大規

模な農業状況を肌で感じることができ、大変

有意義な視察となりました。

さらに、記念行事の開会式では、ニュー

ジーランドのジョン・キー首相及びホン・ネ

イサン・ガイ第１次産業大臣とも直接お会い

する機会があり、今回の訪問における最も大

きな出来事の一つとなりました。

今回の訪問では、ケンブリッジ地域の発展

や新しいまちづくりを実感するとともに、両

町の強いきずなを確信したところであり、今

後とも両町の友好関係が末永く続くよう努め
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たいとの思いを強くして帰町した次第であり

ます。

第２に、学校給食における体調不良症状の

発生についてであります。

去る６月３０日、町内の小中学校におい

て、給食後複数の児童生徒が喉や口の中のか

ゆみ、発疹、嘔吐などの症状を訴える事故が

発生しました。

北見保健所、町立国保病院などの関係機関

の協力のもと、食中毒と食物アレルギーの両

方の可能性について調査したところ、食中毒

と断定するには至らないとの北見保健所の見

解、及び町立国保病院の専門医によるリンゴ

によるアレルギー症状と、その他の有症状者

の体調不良が偶発的に重なり発生したもので

あるとの見解が出たことから、これらの見解

を踏まえて、原因は主に食物アレルギーの症

状によるものであるとの結論に至りました。

このことで、７月４日から１５日までにわ

たり給食の提供を停止する事態となり、児童

生徒の皆さんを初め、保護者の皆様方に多大

な御迷惑と御心配をおかけいたしましたこと

を心よりおわびを申し上げます。

対応としましては、北海道教育委員会から

の８項目の改善指示を受けて、７月１４日関

係者に対する聞き取り調査と給食センターに

おける現地調査を実施し、その上で改善指示

に従った改善を施したことと、施設点検にお

いても問題がなかったことを踏まえて、７月

１６日から給食を再開したところでありま

す。

今回の事故の大きな要因の一つとしては、

食物アレルギーのある児童生徒の実態に関す

る情報が、学校、給食センター及び教育委員

会において共有されていなかったことが挙げ

られます。

現在、北海道教育委員会では、学校におけ

る食物アレルギー対応策の指針の策定作業を

進めており、今後食物アレルギーの実態把握

を含め、この指針に沿った対応をすることと

いたした次第であります。

今後は、食物アレルギーのある児童生徒が

安心して給食をとることができるよう、学校

関係者はもちろんのこと、医療機関などとも

連携を強化し、保護者の皆様の御協力と御理

解を得ながら、再発防止に向けて万全を期し

てまいります。

第３に、８月２９日現在の建設工事進捗状

況についてであります。

提出しております参考資料のとおり、本年

度に計画をしております工事件数５１件のう

ち、土木工事１２件、建築工事１１件、上下

水道工事７件、公共下水道工事１件、浄化槽

工事４件の計３５件を発注し、消化率は件数

で６８.６％、工事額で５８.２％となってお

ります。

第４に、農作物の生育状況についてであり

ます。

６月の天候は、上旬及び下旬は高気圧に覆

われて晴れた日が続き、中旬は低気圧または

気圧の谷の影響により、曇りまたは雨となっ

た日がありましたが、総じて好天に恵まれ、

積算平均気温及び積算日照時間は平年を大き

く上回りました。

７月は晴れた日が多く、積算平均気温及び

積算日照時間は平年を大きく上回りました

が、期間を通して極端な少雨となり、２７日

には低気圧の通過によるまとまった降雨もあ

りましたが、積算降水量としては、平年を下

回りました。

８月は、中旬までは晴れまたは曇りの日が

数日の周期で変化しましたが、積算平均気温

及び積算日照時間は平年を上回り、１１日に

は台風１１号の影響により、１日に４６.５

ミリの降水量を記録することもありました

が、農作物に大きな被害はありませんでし

た。

このような気象状況から、各作物の８月１

５日現在の生育状況につきましては、水稲は

移植から出穂までの積算平均気温及び積算日

照時間が平年を上回ったことから生育は順調

に進んでおり、やや良で８日早い状況であり

ます。

秋まき小麦は、平年よりもやや早く収穫作
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業が終わり、穂数はやや少ないものの、小麦

の粒が充実していることから、粗原収量は平

年を上回る見込みですが、干ばつの影響によ

り小粒がやや多いことから、品質は平年をや

や下回る見込みであります。

春まき小麦は、平年よりもやや早く収穫作

業が始まり、粗原収量は平年を上回る見込み

でありますが、８月上旬の３日連続の降雨に

より、穂発芽、色沢不良が見られ、品質は平

年を下回る見込みであります。

てん菜は草丈、葉数、根周はいずれも平年

を上回り、生育はやや良で５日早い状況であ

ります。

バレイショは、茎長、茎数が平年を下回っ

ておりますが、生育は進んでおり、やや良で

５日早い状況であります。

タマネギは球径が平年を上回り、倒伏が平

年よりも早まっていることから、生育は平年

並みで６日早い状況であり、平年よりも早く

収穫作業が始まっております。

豆類は６月以降の好天により生育が進み、

大豆は良で７日早い、小豆は良で９日早い、

菜豆はやや良で５日早い状況であります。

サイレージ用トウモロコシは、稈長、葉数

ともに平年を上回っており、やや良で８日早

い状況であります。

牧草は、少雨により生育が停滞しており、

やや不良で４日遅い状況であります。

なお、６月から８月１５日までの気温、降

水量、日照時間は、参考資料のとおりであり

ます。

次に、御提案いたします議案等について御

説明を申し上げます。

専決処分の承認について。

承認第９号平成２６年度美幌町一般会計補

正予算（第２号）については、栄森地区草地

崩落に伴う保安林指定調査のため、急を要し

たことにより専決処分をいたしましたので、

御承認を賜りたいのであります。

人事案件について。

本町教育委員会委員沖田滋氏は９月２８日

をもって任期満了となりますので、引き続き

沖田滋氏を任命いたしたく、御同意を賜りた

いのであります。

工事請負契約の締結について。

議案第３９号は、美幌博物館冷暖房換気設

備改修工事について、入札の結果に基づき、

契約の議決をいただきたいものであります。

組合規約の変更について。

議案第４０号北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更については、新規に加入する団

体が生じたことから規約を変更しようとする

ものであります。

各会計補正予算について。

まず、一般会計の主な内容としては、町民

会館改築基本設計委託料について、広く町民

の意見を聴取するため、十分な委託期間を確

保する必要があることから、債務負担行為の

追加を、社会保障・税番号制度に対応するた

めの電算システム改修に係る経費として１,

９１４万７,０００円、予防接種法の政省令

改正に伴う水痘ワクチン、高齢者用肺炎球菌

ワクチン接種委託料として７０１万１,００

０円、農地法改正に伴う農地台帳システム整

備委託料として３２４万円、スポーツ少年団

などの全国・全道競技大会選手派遣補助金と

して１３２万９,０００円などの補正を行お

うとするものであります。

次に、特別会計についてでありますが、国

民健康保険特別会計については、平成２５年

度療養給付費負担金の額の確定による返還金

などを、後期高齢者医療特別会計について

は、予防接種法の政省令改正に伴う個別予防

接種委託料などを、介護保険特別会計につい

ては、平成２５年度介護給付費、地域支援事

業費の精算による返還金などを、個別排水処

理特別会計については、個別浄化槽設置箇所

の確定による工事請負費などの補正を行おう

とするものであります。

決算認定について。

平成２５年度一般会計、特別会計及び公営

企業会計の各会計について、監査委員による

決算審査が終了いたしましたので、議会の認

定を賜りたいものであります。
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報告事項について。

報告第１１号健全化判断比率については、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項の規定に基づき、監査委員の意見

を付して報告いたします。

報告第１２号資金不足比率については、公

営企業に係るもので、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

基づき、監査委員の意見を付し報告いたしま

す。

報告第１３号放棄した債権の報告について

は、美幌町債権管理条例第７条第２項に基づ

き報告いたします。

なお、詳細につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、行政報告と提出案件の概要説明といたし

ます。

○議長（古舘繁夫君） これで行政報告を終

わります。

─────────────────────

◎日程第４ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 一般質問

を行います。

通告順により発言を許します。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君）〔登壇〕 それでは、

さきに通告しました一般質問に入らせていた

だきます。

今回は、次期高齢者福祉計画及び第６期介

護保険事業計画についてを質問いたします。

大きく三つに分けていますので、質問いたし

ます。

まず、１点目であります。

今期の高齢者福祉計画及び第５期介護保険

事業計画の現況についてであります。

計画策定時におけるサービス内容、対象者

数及び町負担額等について、見込みと現況に

ついてお聞かせ願いたい。

各項目での課題と取り組みについて、現況

をお聞かせ願いたい。

第５期事業期間総括表をお示し願いたい。

続きまして、２点目であります。

次期高齢者福祉計画及び第６期介護保険事

業計画の課題についてであります。

現況から、どのような課題が見えてるのか

お聞かせ願いたい。

また、官・民施設について十分な体制、施

設数、種類等及び労働力の確保、資格につい

ても万全なのかお聞かせ願いたい。

課題解決に向けて、条例等の整備は必要な

いのかお聞かせ願いたい。

３点目であります。

第６期介護保険事業計画での被保険者の保

険料についてであります。

第５期においては、基金の充当により原資

が大きく確保されましたが、第６期において

保険料の値上げはあり得るのかお聞かせ願い

たい。その場合、町民への御理解はいつ行う

のかお聞かせ願いたい。

以上であります。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 松浦議員の

質問にお答えをいたします。

初めに、次期高齢者福祉計画及び第６期介

護保険事業計画についてであります。

今期の高齢者保健福祉計画及び第５期介護

保険事業計画の現況についてでありますが、

今期計画については、平成２４年度から平成

２６年度までの３カ年計画となっており、今

年度が計画最終年度でありますので、平成２

４年度及び平成２５年度の実績に基づいた状

況について御答弁を申し上げます。

対象者数につきましては、６５歳以上の人

口は平成２４年度６,２０５人の計画に対し

て、実績が６,２３４人、平成２５年度６,３

４０人に対して６,３７３人と、おおむね計

画値に近い数値となっておりますが、７５歳

以上の高齢者の割合が平成２４年度計画人口

３,１３９人に対して実績が３,３２４人、平

成２５年度３,２１７人に対して３,３５２人

と、計画値より高い傾向となっております。

介護認定者数につきましては、平成２５年



－ 8 －

度末で計画値９９０人に対して１,１０７人

であり、１１７人ほど上回っている状況と

なっており、特に要介護１の認定者数が見込

みより多い状況であります。

また、要支援・要介護認定者のうち、介護

サービスを利用している人の割合は、平成２

４年度が７１.４％、平成２５年度が７４.６

％となっております。

サービス量及び給付の状況でありますが、

要介護者に対する居宅介護サービスが計画よ

り上回っており、要支援者に対する居宅介護

予防サービス及び施設介護サービス費につい

ては、計画より下回っている状況でありま

す。主な要因としましては、訪問介護につい

ては、要介護認定者の増加及び平成２４年８

月に訪問介護事業所がふえたことが増加の要

因として考えられます。

また、居宅介護予防サービス費の減少につ

いては、計画値より要支援者が減少し、要介

護者が増加したことが要因として考えられま

す。

施設介護サービス費については、計画より

下回っておりますが、町内の特別養護老人

ホームを平成２２年４月に民間移譲し、平成

２４年３月に移転となったことから、利用実

績の把握ができなかったことが大きな要因と

考えられます。

給付費などの費用については、計画時より

大きく上回っておりますが、調整交付金につ

いても計画時よりふえていることから、現段

階では、当初見込んでいた保険料で賄ってお

り、基金の取り崩しについても計画の数値を

大きく下回っている状況にあります。

次に、各項目での課題と取り組み状況であ

りますが、介護保険事業計画では、各サービ

スごとの取り組み内容及び課題については、

計画書に記載してあるとおりでありますが、

主な介護サービスの取り組み状況と課題とい

たしましては、居宅介護サービスの訪問介護

については、要介護認定者数の増加及び家事

援助や身体介護など、幅広いサービスを受け

ながら在宅サービスを送ってる方が増加して

おりますが、町外を含め９カ所の訪問介護事

業所があり、利用しやすい環境が整っている

ことが、計画を大きく上回った要因として考

えられます。しかしながら、事業所としては

スタッフ不足が大きな課題となっておりま

す。

短期入所生活介護は、町内のサービス提供

施設は特別養護老人ホーム緑の苑と老人保健

施設アメニティ美幌の２カ所で行っており、

緑の苑は２０床を備えておりますが、アメニ

ティ美幌は長期にわたる利用者や利用希望者

が多いため、専用ベッドの確保が難しい状況

となっております。

また、地域密着型サービスでは、認知症対

応型共同生活介護施設として、町内の認知症

対応型グループホーム４カ所及び東藻琴の施

設を指定し、認知症対応型通所介護施設とし

て、町内１カ所を指定しておりますが、とも

に計画より多くなっている状況にあります。

特に通所介護、いわゆるデイサービスが計画

値より大きく伸びております。

施設介護サービスでは、介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）及び介護老人保健施

設の利用者については、計画値より若干少な

い状況となっております。

課題といたしましては、入所定員より利用

希望者が上回っている状況であり、認知症対

応型グループホームや特別養護老人ホームの

入所待機者が多数いる状況であります。

次に、高齢者保健福祉計画においては、重

点的取り組みとして認知症高齢者対策及び見

守り・支え合い体制の整備を掲げており、平

成２４年１０月に美幌町認知症高齢者等ＳＯ

Ｓネットワークを構築し、４７関係機関によ

る認知症高齢者の早期発見ネットワークの構

築を行い、徘徊高齢者情報メール配信サービ

ス「つなぐネットびほろ」を開始し、現在捜

査協力会員の登録は２２４件であり、行方不

明の可能性のある方の事前登録者は、平成２

６年８月末現在では２７人となっておりま

す。

このほか、認知症に対する正しい知識の普
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及・啓発として、認知症サポーター養成講座

として、平成２４年度は１０１名、平成２５

年度は８７名の受講となり、平成２６年６月

現在で１,６５０人が認知症サポーターと

なっております。

さらには、認知症予防教室の実施として、

しゃきっとプラザにおける認知症予防教室の

開催や、本年４月からは認知症予防ボラン

ティアである「やまびこの会」における「ふ

まねっと」を利用した認知症予防教室が開催

されております。

見守り支え合い体制の整備といたしまして

は、平成２５年９月にライフライン事業者等

に御協力をいただき、美幌町地域見守り活動

を構築したほか、本年４月１日より災害対策

基本法の改正があり、本人の同意があれば支

援協力機関に情報共有ができることとなり、

現在対象者から同意書の集約を行っている状

況であります。

次に、第５期事業期間総括表をお示し願い

たいとのことですが、計画期間が終了して実

績が出た段階で、いずれかの方法で議会並び

に町民の皆様にお示ししたいと考えておりま

す。

次に、次期高齢者保健福祉計画及び第６期

介護保険事業計画の課題についてであります

が、第６期計画のポイントとしましては、団

塊の世代が７５歳以上になる２０２５年（平

成３７年）を見据え、第５期の取り組みを承

継発展させるとともに、高齢者が介護や支援

が必要な状況になっても、住みなれた地域で

安全・安心して暮らし続けることができる地

域包括ケアシステムを実現するため策定する

こととなっています。

策定に当たっては、第５期計画での見通し

と比較検討を行い、乖離が生じている場合に

は、その要因を整理しなければなりません。

そのため、介護保険事業実施状況報告のデー

タのほか、ニーズ調査の結果データを活用し

て地域の抱える課題やリスクを抽出する、あ

わせて地域包括支援センターにおける平時の

さまざまな業務やケア会議などで明らかに

なっている課題を整理・分析を行うとし、現

在作業を進めているところであり、現段階で

は具体的にお示しするには至っておりませ

ん。

次に、官・民施設について十分な体制、施

設数、種類等及び労働力の確保、資格につい

ても万全なのかお聞かせ願いたいについてで

ありますが、施設の数、種類については十分

とは考えておりませんが、施設やサービスを

ふやせば保険料にはね返ることとなり、介護

職員も必要となります。

介護職員につきましても、全国的に不足し

ている状況にあり、国においては介護人材の

確保が困難な状況を踏まえ、介護報酬改定を

通じた処遇改善の取り組みの推進を、北海道

は人材確保に向けたさまざまな取り組みの推

進を、町においては単身高齢者などが増加す

る中、必要が高まる生活支援についての担い

手をふやすことや、介護職員研修支援など、

事業所の介護人材確保に向けた取り組みの支

援について、次期計画で対応してまいりたい

と考えております。

また、施設整備に関しては、従来から民間

活力による整備を進めていきたいと考えてい

るところであり、在宅サービス、施設サービ

スをどのような方向性で充実させていくの

か、地域の特徴を踏まえて、中長期的な視点

をもって検討していきたいと考えておりま

す。

なお、課題解決に向けて条例などの整備は

必要ないのかとのことでありますが、介護保

険制度の見直しにより、要支援者に対する介

護予防給付のうち、訪問介護及び通所介護に

ついては、地域支援事業に移行となり、新し

い介護予防・日常生活支援総合事業が平成２

７年４月１日から実施され、包括的支援事業

においても必須事業が追加され、平成３０年

度から実施されることになりますが、実施を

平成２７年度以降とする場合は、条例制定が

必要となります。

なお、保険料の見直しとして、現行の標準

６段階から標準９段階となることから、条例
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の改正が必要となります。

次に、第６期介護保険事業計画での被保険

者保険料についてでありますが、保険料の設

定に当たっては、給付実績や人口及び要介護

認定者の推計、施設・在宅サービスの見込み

量や介護給付費などのサービス見込み量を推

計し、介護保険事業計画用ワークシートを活

用して算出することになりますが、現在給付

実績の入力作業中であり、将来の推計につい

ては、今後の作業となるため、現段階では保

険料の値上げについては、お示しできる状況

にはございません。

町民への周知でありますが、制度改正のお

知らせについては、広報紙や、まち育出前講

座などで順次周知していく予定であり、保険

料については、１２月に介護保険事業計画の

パブリックコメントを予定しておりますの

で、遅くても１２月には周知したいと考えて

おります。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 介護保険制度と高齢

者福祉計画につきましては、今の回答どお

り、今年度で第５期が終わると。第６期に行

く段階で、どうしても第５期の現況の中の課

題等少し確認したいというところで質問いた

しました。

実は、美幌町そのものは、今人口が約２万

ちょっとまでになっていますけれども、高齢

者についてはどんどんふえていっていると。

その中で、介護認定者も当然比率的にふえる

かなと。

また、過去の人口統計からいって、働く人

方が減っているという状態となりますと、当

然介護保険の負担率がふえていくとなります

と、今後我々以下の人方にどれだけ介護のお

金がかかるのかということを、まずもって若

い人方に周知する時期が、私は今回かなと。

今回を抜くと次期、要するに第７期、第８期

のときの介護保険料の値上げが予想されると

したら、若い人方の夢、希望の中に、負担率

が上がるということをしっかりと教育する必

要があるのかなと思いますので、今回この第

６期に重ねて質問を考えました。

美幌町は、今２万ちょっとで、高齢者が約

７,０００名になってきていると。６,０００

名から７,０００名に上がっているとなりま

すと、じゃあ将来何ぼまで高齢者がふえるの

かという皆目ちょっと見当がつかないのです

けれども、それでまずこの大きく言う一つ目

の項目の中の前に、回答に出ている部分の再

確認ということで、団塊の世代というのか、

平成３５年がピークであるというような高齢

者率を書いてましたけれども、今の比率から

見て、この時期介護認定者はどのぐらいの人

数になるのかという予想があればお示しくだ

さい。

○議長（古舘繁夫君） 福祉主幹。

○福祉主幹（谷川明弘君） ただいまの質問

でございます。介護認定者の推計でございま

すけれども、今の時点は、まだそこまで作業

進んでおりませんので、今時点では、まだお

答えできることができません。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 比率からぼっていっ

た数字だったものですから、当然今の比率よ

り十何％ふえるのかなという回答が来ると

思ったのですけれども、そうなりますと、今

回この回答の中に出てくる、随所に出てくる

回答の中で、さらに質問します。

将来の関心事の一つなのですけれども、現

在介護の職場ではスタッフが足りない、マン

パワーが足りないとなってますけれども、今

後この人材確保にどのような形を考えている

のか、また、めどが立っているのか、町の政

策としては、どのような人材育成の計画をお

持ちなのか、お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 現在のところ、

さまざまな研修会であるだとか、それから職

業安定所だとか、そういうところの研修会だ

とか、それから北見の職業訓練校ですか、そ

ういうところの研修会を開催して、介護職に
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なっていただける方の資格取得を支援してい

るというような形でございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） たしか介護ヘルパー

さんの資格に対する補助、助成等が進んでい

ると思うのですけれども、現在のところで、

実績のほうお願いします。ヘルパー資格制度

の補助金でもってやるといった制度。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 看護師等につい

ては、医療関係者については補助金等を出し

ておりますけれども、介護職については、特

に補助金制度を設けてございません。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 私の勘違いだったの

ですかね。ヘルパーの支援事業があったと

思ったものですから。何を言うかというと、

今美幌町内の介護ヘルパーの方が、僕はふえ

ていると思ってないのですよ。というのは、

私も含めて、同じ世代の方が相当その職場か

ら離れた方もいまして、改めてこれからその

ヘルパー事業のほうに参加するという人の声

も少ないものですから、現況相当スタッフに

ついては、各事業所も大変なことになってい

ると思うのです。であれば、今後介護保険も

含めたこういう制度の取り組みの中で、人材

確保が、何かしなければならないのかなと。

ただここに書いてある中に、国、道にそう

いう給料等の援助等の工作もと書いてますけ

れども、美幌町として、そういうふうな事業

先に対して、給料保障もしくは仕事の待遇、

そういうところとの改善もしくは給与の値上

げだとかいう部分の中で、どのような検討も

しくは会議等を開いてやっているのか、お願

いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 介護職の業務内容か

ら見て、待遇が余りよくないというようなこ

とで、美幌ばかりでなくて、全国的に非常に

離職率が高い職場だと言われております。こ

れはやはり、１回目の答弁させていただきま

したけれども、国レベルでしっかりと措置し

ていただけるような声を上げていかなけれ

ば、町が福祉団体の給与を補填するというの

は、なかなか厳しい状況にありますので、そ

ういうことではなくて、一方では声を上げな

がら、また、人材確保という意味で言うと、

医療従事者については補助金制度を設けまし

て、福祉関係者の中からも、福祉にもそうい

うところ広げたらいいのでないかというよう

な声も実際あるところでありますので、ただ

これもどこで線を切るか、２級ヘルパーでい

いのか、ケアマネージャーで切るのかとか、

いろいろ段階的なこともあると思いますけれ

ども、今後の大きな課題だと思っておりま

す。

いずれにしましても、福祉職場において

は、人材不足というのは大きな問題、課題で

ありますので、当然次の計画には、こういっ

たことにも触れざるを得ないのではないかな

と思っているところであります。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今、町長から、次の

質問の前に答弁いただきまして、その福祉関

係の従事者の補填ですか、医療の方と同じよ

うな形がどこまでできるのか、これはぜひ第

６期の中で取り扱いできるのかどうかを聞こ

うと思ったのですけれども、今回答の中で、

それも目がけた計画の中での検討に入るとい

うことなので、この部分については、ぜひ取

り組むべきという気持ちを表明して、この質

問、今の部分については終わります。

今回、今第５期の部分なのですけれども、

第５期部分の中で、ちょっともう一つ二つほ

ど確認をいたします。

たまたまこの説明の中で、施設介護サービ

スについてはという部分がありまして、３

ページのところで、民間移譲になったことか

ら、利用実績の把握ができなかったことが大

きな要因となってますけれども、このことが

ないように民間委託をすると言ったのですけ

れども、把握できなかった理由は何があった

のか、ちょっとお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。
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○民生部長（藤原豪二君） 当時、要するに

病床数といいますか、床の数が確定してな

かったことに伴いまして見込みができなかっ

たということでございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 何かわかるようなわ

からないような。

続きまして、短期入所介護ですね。短期入

所の方が結構今引き合いが多くて、ふえてい

るのだなというのはわかるのですけれども、

たまたまちょっと僕も言葉がわからないもの

ですから、４ページに専用ベッドの確保が難

しいと書いてあるのです。アメニティーのほ

うで。この専用ベッドの確保が難しいって、

どういう意味合いで解釈すればいいのか、

ちょっとお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 福祉主幹。

○福祉主幹（谷川明弘君） 緑の苑は専用の

部分２０床がございます。それでアメニ

ティーは専用がなくて、ベッドがあきがあっ

た段階で入所者を受け入れるという段階で

す。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） このベッドにつきま

しては、ふやすこと、もしくは対応策という

のは、町側から何かできるということではな

いということでいいのですか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） アメニティーの

入所の状況でそれは変動いたしますので、そ

のときそのときで対応していくというような

形で、要請については応えていただけると思

います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 大体わかりました。

率直に一つ質問したいのですけれども、今

美幌町に存在しているこういう施設のベッド

数と、そこに必要な人材人数が確保されてい

るのかどうか、正直言って、ベッド数は介護

職員が充足されているので、絶えず１００％

なっているのか、もしくは足りなくて１００

％を切っている状態があるのか、この部分も

しわかればお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 当然施設につい

ては、基準値は満たしております。ただ、い

ろいろな対応する段階で、交代要員だとか、

そういうことではやはり足りないというよう

な状況がございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 要するに、ベッドは

１００％稼働に近いと。ただ職員の対応が追

いつかない場合もあるというふうに判断して

いいのですね。でありましたら、続いて質問

します。

美幌町の施設は、管内の町村から見たら、

人口割合から見たら充足というのですか、施

設の量が大きく確保されている町の一つかな

と思うのです。いろいろな施設があって。こ

の施設が多いと、やはり専門のスタッフの確

保というのは、相当厳しいのかなと。先ほど

冒頭に話しました、介護認定者がふえれば、

それなりにまた在宅も含めまして相当人数が

要るとなりますと、今現在厳しいのであれ

ば、今後人口が、高齢率が高くなる中では、

どうしてもこちらの介護事業に携わる人材育

成は急務かなと思うのですけれども、この比

率からぼっていきまして、私はこの介護職の

人数は、今の１.２倍ぐらい必要かなと思う

のですよ。交代要員も入れたら。そうする

と、今が足りない状態であれば、この比率を

カバーするとなれば、今から何かやらないと

いけないと思うのですけれども、対策等の中

で、美幌町として今何ができるのか、要する

に学校に行ってもらうだとかというのは、子

供さんたちの将来にかかる問題ですけれど

も、今現在美幌町として何ができるのか、ぜ

ひお持ちであればお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほど民生部長のほ

うから答弁させていただきましたように、研

修費だとか、やれることについては今やって

いるということであります。

そして、私お答えしたように、これから確
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保をどうしていくかについては、これ全国レ

ベルの話もちょっとありますけれども、町が

何できるかについては、これは財政問題も含

めて検討していかなければいけないと、その

ようには思っております。

いずれにしろ、人の数はいるけれども、処

遇が悪くてなかなか職についてもすぐやめる

とかというようなことと、一方で医療のほう

は全く人がいないと、偏在と言ってもいいの

でしょうけれども、そういう状況と、若干介

護職と医療職については若干意味合いが、中

身が違うようには思いますけれども、いずれ

にしろ確保するためのさまざまな検討は引き

続きしていかなければいけないと、そのよう

に考えております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 平成１３年、１２年

でしたっけ、介護保険制度が導入ということ

で、大きく国のほう示されたのは、新しい産

業、福祉産業を一つの産業として導きたいと

いうこともありまして、その当時各施設が、

大きな施設ができたり、今まで施設に入れな

かった人も、いろいろな形で施設に入れるよ

うな体制を整うということでなってきたはず

だったのです。ところが、今現在ここに働く

人方の処遇がどうなのかだとか、町村の負担

金がどうだとか、本人たちの負担がどうだと

いうことが大きく壁にぶち当たっているの

が、この介護制度だと思うのです。そうなり

ますと、それは国の政策でありまして、それ

を受けた町村が、じゃあその産業としてどう

見るのかというのが大きな課題だったはずな

のですよ。

今現在、これらの産業に行く人材が難しい

となりますと、産業としての確立のために、

町としては何をしてきたのか、どういう対策

をしたのかというのが問われるべきかなと思

うのです。ただ、これは国の制度の中でやっ

ている制度であれば、なかなか町から制度改

定というのはできませんけれども、私は最低

でもやらなければいけなかったのは、人材の

確保と処遇改善だと思うのですよ。

今、回答の中でも出ているスタッフが足り

ないだとかという部分が、もう目の前にある

こととなりますと、先ほど言ったとおり、今

後ふえる高齢率から考えた場合、今現在でも

足りない、これからも美幌町に働く人口が今

現在の人数からぼっていくと減っていくとい

うふうに考えますと、何かの対策をしっかり

とやらざるを得ないのかなと。

第６期の中にも、多分これが課題として出

てくるのかなと思うのですけれども、今後の

人材確保については、再度町長に、その方向

性について何かあればお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 介護保険自体は社会

全体で、手助け必要な人については社会全体

で支えていこうということでスタートした

と。産業的なとらえ方は、一時そういう考え

方もあったようですけれども、最近は余り介

護産業という言葉もちょっと聞かなくなった

ように思いますけれども、国は多分今地域医

療介護総合確保推進法という法案がもうでき

上がりましたので、その中で言っているの

は、やはり施設から今度在宅に戻そうという

ようなことを言っているのですね。施設より

まだ大変なのが在宅の人材確保だと、手間が

やっぱりかかるというようなことで、先ほど

も１回目の答弁で言ったように、在宅のほう

のサービス料が伸びていっているというよう

なこと。さらに、これはもう国が団塊の世代

が７５歳になるまでには、施設から在宅にど

んどん移行していこうという誘導策をどんど

んとってくると思いますので、そうなると在

宅のほうの面倒を見る方の人材確保をどうす

るかというようなことが出てくると思います

ので、いずれにしろそういうことを、法律が

できて国は推し進めてくる、そういう状況も

しっかり見きわめながら対応をしっかりとる

ということが我々にとって重要だし、我々に

課せられた義務だと思っていますので、そう

いったことで、今後ともしっかりと見ながら

対応策を考えていきたいと、そのように思っ

ております。
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産業として見て、町は何をしてきたのかと

いうようなことですけれども、我々できる範

囲で今までやってきたつもりでおりますし、

民間の方にお任せできるところはどんどんお

任せしようというようなことで、今までも取

り組んできましたので、今後においても産業

として見るというか、そういう視点ではなく

て、民間で採算とれる部分については、我々

としては民間の力をかりながら、この町での

介護サービスの質と量、これをしっかりと高

める、深めるということを引き続きやってい

きたいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 町長ありがとうござ

いました。

私は産業という言葉、資本主義社会は全て

産業でお金が回りますので、全てを産業と言

うくせがありますので申しわけないです。

今回の質問の確認の中で、続きまして認知

症の方が美幌町内でもふえてきているのかな

と思う中で、たまたま施設に入れない方が短

期入所等御利用になっているという比率も結

構大きな手助けになっているのですけれど

も、実際この短期入所が既に予約、要するに

利用で満ぱいになっているというような状況

に近いと思うのですけれども、これについ

て、何かお示しできることがありましたらお

願いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） おっしゃるとお

り、実際には短期入所と言いましても、次に

入る方がそこで待っているというような状況

はございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） たまたま私も昨年知

り合いの方に状況を聞いて、いろいろとあち

らの施設、こちらの施設のケアマネージャー

等に聞いたのですけれども、我が美幌町も、

この施設については複数ありまして、いい町

だなと思ったのですけれども、残念ながら両

隣、津別、大空から見ましたら高齢者の数が

多いものですから、当然施設が必要と。なお

かつ、この施設が人数がきついのかなとなり

ますと、認知の方にも、これらの施設が実際

足りないのかなという気はするのですけれど

も、この回答の中でも施設が足りないとなっ

ていますけれども、今現在美幌町において、

完全に優先されるべき施設は何が必要な施設

なのか、この辺、もしお持ちであれば回答を

お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 施設でいきます

と、やはり特別養護老人ホームであるだと

か、それから認知症グループホーム、これは

当然でございますけれども、そのほかに養護

老人ホームだとか、そういう介護に至らな

い、そういうような施設も必要かなというふ

うに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 施設も本当に必要に

なると思いますので、ぜひ第６期の中でも、

その検討を十分してもらいたいと思います。

この回答の中に出てくる大きなことは、人

材確保をどうするかということと、あとは施

設をこれからどのように維持するのか、補充

するのかということが課題かなと。

あと町民の皆さん方が取り組んでいるいろ

いろな活動については、美幌町は、僕はこの

管内でも取り組みがしっかりなされている町

だと判断してます。それに携わる多くの町民

も、本当にみんなでやろう、手伝ってくれだ

とか、人をふやしたいとかいうことも出てま

すけれども、こういう団体の方も、ふと見ま

すと、もう５年、１０年とだんだんお年も召

してきているという中で、若い方々が多く

なってないのかなというところで、今現在５

０代、４０代の主婦の方も入れて、そういう

人方にこういうボランティアだとか、意識向

上の中で、実際４０代、５０代の方のそうい

う啓蒙・啓発活動が十分なのかどうか、その

辺何かありましたらお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １回目のときに、

質・量ともまたまだ不十分だというような言
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い方させていただきましたけれども、これ例

えば類似団体と比べたらどうなのかというこ

とでありますけれども、我が町、民間の皆さ

んのお力をかりて特養が新しくなり、アメニ

ティーがあり、そして認知症のグループホー

ムが４カ所あるというようなことを考え合わ

せますと、ないところも全国あるいは北海道

内、オホーツク管内でもそういった施設がな

いところがあるのですけれども、いずれにし

ろ、この地域は６カ月間積雪寒冷の中に閉じ

込められるという中で生活するということ

で、そういった意味で施設サービスに対する

要望というのは非常に高いのは、これはもう

十分わかる話なので、ですから民間の皆さん

の力をかりながら、引き続きそういうことを

整備をしていくということが、我々としては

重要だなと思っております。

そして、先ほどちょっとお話しさせていた

だきましたけれども、地域医療介護の総合確

保法案ができましたので、この中で言ってい

ることを見ますと、一部要支援１、２につい

ては、ホームヘルプとデイサービスについて

は、町の事業で今度はやりなさいというよう

なこともありますし、特養はより重い、介護

認定度の重い３以上の方に限定して、特別な

方はちょっと別にあるのですけれども、それ

だとか、高所得者と言っていいのかどうかわ

かりませんけれども、１割負担を２割にす

る、あるいはケア会議の設立を努力義務とし

て我々に求めてきたということであります。

どちらにしろ、これ施設利用者をかなり限定

するような法案であるし、それに伴う施策が

どんどん打ってこられるというようなことで

ありますので、そっちのほうも十分見なが

ら、在宅サービスを今度どうするかという問

題も当然出てくると思いますので、いずれに

しろ先ほど申しました、繰り返しになります

けれども、そういったこともにらみながら、

国はもう２０２５年と、少子化をにらんで大

きな変革を今やろうとしているので、それに

しっかりとした対応をできるようなことを議

会論議も含めて、町民の皆さんとボランティ

アの皆さんともそういうこと、そういう認識

を共通にして、さあこの町でどうできるかと

いうことをしっかり取り組みとして構築して

いきたいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 国の政策がどっちの

方向でどう進むのかというのは、相当地方に

とっては厳しい話になるのかなと。ただ言え

るのは、どの方向に行っても美幌町の高齢率

は下がらないという事実ですね。

あとは、少子化については、今人口減って

きていると言っても、美幌町に今残って働い

ている若い人方の人数が多くない中では、今

現在働いている人方の２０年後、１０年後、

４０歳になったときの負担を考えますと、目

先を本当に長期展望という形でやるしかない

と。回答にも長期展望が必要と書いてますの

で、ぜひ介護保険制度そのものについては、

高齢者計画と同時に、長い目安で物事見ても

らたいと思っています。

続きまして、３点目に入ります。

先ほどから僕、今後の被保険者の人数割合

が伸びないと。今現在の人数ですよ。今まで

の美幌町の人口減少率からぼっていった単な

る数値からいくと、被保険者の比率が相当減

るとなりますと、たまたま第６期の保険料値

上げについてはいかがなものですかという回

答の中では、まだ計算ができてない。基金に

ついても、若干予定より残っているという答

弁がありました。しかし、第６期の介護保険

のかかるお金を雑駁に考えましても、保険料

については、僕は足りないと思って今回質問

しました。

実際まだ出てないという回答なのですけれ

ども、実際基金の運用というのか、第５期の

当初のときには８,０００万円でしたか、道

と町の基金の分があると、たしかあったはず

なのですけれども、今現在どこまで使ったの

か、お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今現在でござい

ますけれども、２６年の当初予算時点では、
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残高が５,５１２万８,０００円でございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 当初から見たら、相

当基金の利用が少なくて済んだと。国のいろ

いろな制度の関係もあってとなりますと非常

によかったなと思うのですけれども、第６期

計画以降、この基金をいかに使うかというこ

ととなるのですけれども、平成３５年が７５

歳のピークであるという予想値からいくと、

あと十何年後には、相当数の介護保険料がか

かるということから始まるのかなと。今７５

ですからね、６５歳以上として。そうなりま

すと、今回僕値上げする値上げしないという

考えではなくて、この基金を残さなければい

けないのが今の美幌町の人口であると考えた

場合、第６期計画も含めて、今後この基金を

安定的にどのぐらい残すかというところで、

保険料の算定に入るべきと考えていているの

ですけれども、その辺の算定の考え方につい

て、何か示せるものがあればお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 保険料の関係であり

ますけれども、今期、今の状況の料金算定す

るときは、基金全額はたいて、なるべく保険

料を上げないでいきたいという思いで基金の

取り崩しをしてきたということであります。

それで、次期をどうするかということであ

りますけれども、今民生部長のほうから５,

０００万円の基金があるということでありま

すので、我々としては保険料をなるべく上げ

たくないという思いがあります。それはもう

所得環境としては、住民の皆さんが、今消費

税を含めて非常に厳しい状況にあるというよ

うなことでありますけれども、なるべく上げ

たくないのは上げたくないのですけれども、

ただ介護保険、先ほど来ちょっとお話しして

いるように、介護保険の状況であるとか、そ

ういう状況は極めて我々にとって、また、保

険に入っておられる方については非常に厳し

い状況にあるので、厳しい状況にあるという

ことだけは認識をしていただくためのいろい

ろなお話しはさせていただきたいと。

この後、サービス料であるとか、そういっ

た積算根拠を出して、具体的に何ぼに抑えら

れるのかについては、今後の課題になるとい

うことであります。

前段ちょっとお話しありましたように、美

幌町の６５歳以上の人口が、ざっくりした話

ですけれども、６,０００人おられまして、

今介護認定を受けているのは約１,０００人

でありますので、ただこの介護認定を受けて

いる方も年々少しずつふえてきている。

片一方で、それを支える子供たちの数も

減ってきているというようなことで、介護保

険自体は、趣旨としては非常に私も正しいこ

とだと。ただ運用で今こういう状況、あるい

は取り巻く状況によって、今こういう状況に

置かれているということでありますから、い

ずれにしろ地域の方がなるべく不安を少なく

するための努力、それは一つには保険料だと

思いますので、これから算定されるであろう

保険料については、基金の投入も含めて極力

抑え込むというようなことを考えていきた

い。

なお、その上でどうできるかについては、

今後の積算によると思いますので、しかるべ

きときにしっかりと町民の皆さんにも説明で

きるようにしていきたいと、そのように考え

ております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） この介護保険制度の

支えという部分が相当大きな制度で、年金と

違いまして、掛けた分が返ってくるという数

字ではないということを前提に考えますと、

今美幌町の高齢者の中で、６５歳以上の中で

年金額が、７５歳ぐらいの方が、多分今日本

の年金制度の中でマックス、一番いい年金金

額もらっている年代のはずなのです。１０年

たつと年金率が下がってますので、当然年金

受給者からもらえる介護保険料は激減すると

思うのです。あと１０年以内には、高齢者か

ら入ってくるべきであろう賦課金が下がる

と。若い人が減るとなれば、１０年目安にど
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うするかということをぜひ大局で見て、目先

の金額でなくて、今後の推計とサービスを、

本当に厳しいのですけれども、サービスを残

していくのであれば、どこかで英断を持っ

て、若い人方にその旨をはっきりと言うとき

を町長につくってもらいたい、そう思いまし

て、最後町長に、保険料値上げについては、

しっかりとやってもらいたいということを言

い添えて終わりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まだ積算もしていな

い段階で、今私が上げるというようなこと

は、そういう発言はできませんので、それは

了解いただきたいと思います。ただ、状況と

しては非常に厳しいという状況に、環境にあ

るのだろうと、そんな認識をしているところ

であります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、６番松浦和

浩さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。再開を、１１時３０分

といたします。

午前１１時２１分 休憩

────────────────

午前１１時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

通告順により、発言を許します。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君）〔登壇〕 本日は、

さきに通告してありました３項目３点につい

て質問させていただきます。

１項目め、障がい者等の支援について。

ヘルプカードの作成について。

ヘルプカードは、障がいや難病を抱えた人

が必要な支援をあらかじめ記入しておき、緊

急時や災害など、困った際に提示して、周囲

の配慮や助けをお願いしやすくするカード

で、携帯もしやすいように財布や定期入れに

入る大きさなので、このヘルプカードを作

成、配布する動きが全国の自治体に広がりつ

つあります。ヘルプカードについて、本町で

はどのような考えをお持ちか、また、今後の

取り組みなどについてお聞かせください。

２項目め、特定健康診断受診率向上の取り

組みについて。

金融機関等と提携した受診率向上の取り組

みについて。

特定健康診査を含む各種健診の受診率向上

のため、金融機関と提携した取り組みをして

いる市町村があります。内容は、各種健康診

断や人間ドックを過去１年以内に受けている

個人及び個人事業主の方が申し込めるもの

で、名称は健康サポート預金で、定期預金と

定期積み金の２種類で、店頭表示金利に０.

３％上乗せになるものです。

定期預金は１年定期で、新規預入額は１０

万から１００万円です。定期積み金は１年以

上５年以内で、積み立て月額は５,０００円

から３万円です。

このように、受診率アップにつなげるた

め、金融機関と提携した取り組みを行ってい

ますが、本町でも受診率向上のために、この

ような取り組みをお考えでしょうか、及び検

討されていることがあればお聞かせくださ

い。

３項目め、学校施設における非構造部材の

耐震対策について。

平成２３年に発生した東日本大震災におい

て、多くの学校施設で天井材や照明器具等の

非構造部材に大きな被害が発生したことを踏

まえ、文部科学省では、学校施設における非

構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究

協力会議の報告書を参考に、学校設置者に対

して、学校施設における非構造部材、建物の

構造体以外の天井材、照明器具、窓ガラス、

外装材、内装材、設備機器、家具などの耐震

対策の推進をするようになっていると思いま

すが、本町の非構造部材の点検の実施及び推

進状況についてお伺いいたします。

１回目の質問を終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 中嶋議員の

質問にお答えを申し上げたいと思います。

学校施設における非構造部材の耐震対策に
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ついては、後ほど教育委員会のほうから答弁

をさせていただきます。

初めに、障がい者等の支援について、ヘル

プカードの作成についてでありますが、本町

では本年度自治会連合会の事業として、高齢

者を対象に家族安心カードを配布していると

ころであります。このカードは、７５歳以上

の高齢者が認知症などで徘徊したときや災害

時の避難、外出先で体調を崩したときなど、

速やかに身元や緊急連絡先などの情報を記入

した用紙をカードケースに入れて携帯するも

のでありますが、検討委員会においても、高

齢者以外の障がい者や必要な方にも配布して

はどうかとの意見もございました。

この事業は、今年度から始めた事業であ

り、まずは７５歳以上の高齢者のみの配布と

し、それ以外の必要な方については、今後状

況を見ながら配布することとしたところであ

ります。

ヘルプカードにつきましては、障がい者や

難病を抱えた人を対象に配布するカードであ

りますが、障がい者の方に配布することとな

れば、障がい者に対してのプライバシーにも

配慮する必要があり、家族安心カードのよう

に対象者に配布することができないため、希

望する方に対してカードを配布することにな

ると考えます。

障がい者の支援には、カードの配布も一つ

のツールとして有効であると考えますが、

ノーマライゼーション精神に基づき、障がい

者に限らず、困っている方がいたときは、地

域や周りの人誰もが手助けできる地域社会づ

くりが肝要であると考えております。

また、本年４月に改正された災害対策基本

法に基づき、災害時避難行動要支援者とし

て、障がい者の方も対象に、本人の同意を得

て要支援者名簿の作成作業を進めているとこ

ろであり、災害時には避難支援等関係者に情

報を提供できる状況となっております。

次に、特定健診受診率向上の取り組みにつ

いて。

金融機関等と連携した受診率向上の取り組

みについてでありますが、美幌町の国民健康

保険特定検診受診率は、平成２４年度は３

０.３％で、北海道平均率の２４.０％を上回

る数値となっており、平成２５年度の受診率

直近値では３０.８％と、前年度比０.５％の

増を見込んでおります。

また、受診率向上対策としましては、健診

項目の拡充、ふれあい広場、スマッピーカー

ド事業、観光和牛まつり、農業青色申告会な

ど、各イベント会場における受診勧奨、各医

療機関に対する個別健診や情報提供への協力

依頼などによる連携強化、４０歳から６０歳

までの５歳ごとの節目健診対象者の無料化、

特定健康診査自己負担額の引き下げなどによ

り、受診しやすい体制を整えるとともに、未

受診者には個別に電話などによる受診勧奨の

強化を図っているところであります。

さらに、平成２６年度におきましては、健

康診査対象年齢を３５歳以上から２０歳以上

へ引き下げ、若い世代の健診の機会を設ける

ことにより、受診の動機づけとして取り組ん

でいるところであります。

御質問の金融機関等と連携した受診率向上

の取り組みでございますが、事例として、日

高信金では社会貢献活動として取り組まれて

おり、現在のところ、町としてはこのような

取り組みの考えはございませんが、今後も御

質問の趣旨を踏まえ、健康増進及び受診率の

向上を図ってまいりたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 中嶋議員

の御質問に答弁いたします。

学校施設における非構造部材の耐震対策に

つきましては、これまでも文部科学省より、

安全性確保のための対策に努めるよう通知が

あり、本年も３月２８日付通知の学校施設に

おける非構造部材の耐震対策の推進に関する

調査研究報告書を参考としつつ、引き続き耐

震対策を推進するよう通知があったところで

す。
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本町の学校施設における非構造部材の主な

概要といたしましては、屋内体育館における

照明器具やバスケットゴール、または吹き抜

けホールにある高所窓ガラス、さらには校舎

における外壁（外装材）や内壁（内装材）な

どがあります。これらの非構造部材の点検に

つきましては、文部科学省が示した点検項目

を参考に、教頭や学校技能員が日常的に目視

による点検を実施しているほか、項目によっ

ては、建築基準法に規定されている法定点検

を活用しながら点検を行っております。

今後、改修の必要性を判断するためにも、

非構造部材の耐震対策の知識を有する町の建

築士や専門家に点検、調査を依頼し、危険と

判断される箇所については、補強などの対策

を国の補助事業などを活用しながら進めてま

いります。

なお、今年度につきましては、美幌中学校

屋内体育館の天井つり下げ式バスケットゴー

ルのワイヤー交換に合わせ、専門業者による

点検も実施することとしております。

教育委員会といたしましては、学校施設は

子供たちが集い、生き生きと学び、生活する

場であると同時に、万一の災害時には、地域

住民の方々を受け入れる重要な役割を果たす

場所であるとの認識から、計画的に非構造部

材の耐震対策を進めてまいります。

以上、御答弁をさせていただきましたの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ヘルプカードの作

成についてから再質問させていただきます。

このたび、高齢者に配布されました家族安

心カードは、早速使用されており、携帯する

ことで本人自身が安心されていました。この

様子を私見ておりまして、障がい者の方々の

ためにも、ヘルプカードの配布は必要だなと

感じました。

このヘルプカードの誕生は、２００７年の

能登半島地震をきっかけに石川県で導入され

たようです。仙台市では、東日本大震災の発

生時に障がい者が避難所で住民と思うように

意思疎通が図れないケースがあり、この教訓

を生かすため、このヘルプカードを作成した

とのことです。そして災害発生時はもちろ

ん、発作を起こした場合など、日常的に困っ

たときの活用も想定して作成されたというこ

とです。

また、障がいの種類や進行状況によって、

盛り込みたい内容や情報量が異なるため、

カードのひな形をホームページに掲載し、障

がい者ごとオーダーメイドでつくれるよう工

夫しているとのことであります。

また、東京都は自閉症の子供がいる母親か

らの相談を受け、ヘルプカードの導入となっ

たそうであります。

また、近年の気象状況からも、豪雨などで

の避難なども考えますと、ヘルプカードは本

町でも行政が主導で作成していくべきと考え

ますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ことし高齢者の

カードを自治会連合会の事業として取り組ま

させていただきました。答弁書の中にも、町

長がおっしゃっておりましたけれども、その

中でも障がい者についてはどうなのかという

ような御意見もございました。ただ、障がい

者の皆さんについては知られたくないだと

か、いろいろそういう部分がございまして、

必要な方には対応できるのかなと。既にいろ

いろと自分で、個人でカードをお持ちの方も

おられますので、この辺、美幌町の障害者自

立支援協議会とかございますので、その中で

提案をして、障がい者の皆さんの御意見を聞

きながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 検討してただける

ということで大変にありがたいなと今お聞き

しておりました。

東京都では、ガイドラインを策定しており

ます。策定したガイドラインには、ヘルプ
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カードの意義として、本人にとっての安心、

二つ目、家族、支援者にとっての安心、三つ

目、情報とコミュニケーションを支援、四つ

目、障がいに対する理解の促進の四つが定め

られております。そして、災害時要援護者登

録制度への登録、今美幌町も実施されている

とお聞きしましたが、それと合わせてカード

の利用を促進しているそうであります。

また、中野区では、支援を必要とする人と

支援を行う人を適切に結びつけることを目的

として、このガイドラインに沿ったヘルプ

カードを作成、配布しているということであ

ります。

また、利用者からは、私は先ほど家族安心

カードは本人もすごく、それを持ってすぐ身

につけて歩いているということで、本人自身

が安心されたと今お話ししたのですけれど

も、これも利用者からは、自分のことが伝え

やすくなった、安心して行動できるという声

が寄せられているそうであります。

また、配布についても、本人のプライバ

シーにもちょっと影響するというお話だった

のですけれども、配付についても新潟上越市

は対象者に郵送しているそうであります。

また、ほかのところでも、福祉関係団体や

市教育委員を通じて届けているところもあり

ます。それで、何かあったとき弱者にすぐに

支援の手を差し伸べるということが本当に重

要であると私は思っております。

それで、本町でもヘルプカード今検討に

入ってくださるということなので、このよう

に先進事例がありますので、それを参考にし

て、本当に障がい者の方にとって、本当にい

いカードというか、障がい者の方が、皆さん

がお持ちになって、そしていざというときの

頼みというか、安心につながるものをぜひつ

くっていただきたいと思います。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 先ほども申し上

げましたけれども、障がいをお持ちの方の御

意見を伺いながら検討してまいりたいと考え

ております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 次の質問をさせて

いただきます。

金融機関と提携した受診率向上の取り組み

についてであります。

特定健診受診率向上のために、今の答弁を

お聞きしまして、個々に電話などによる受診

勧奨もされているということで、本当に細か

い手を打ってくださっているということはわ

かりました。それで、さらに受診率向上を目

指し、町民の健康を守っていきたいなと考え

ております。

それで、ほかの町を調べました。今、浦河

町では、日高信金にいらして、日高信金健康

サポート預金が実施されております。今の第

１回目の質問でお話ししたところが、この浦

河町の日高信金の取り組みであります。

本町にも、指定金融機関の網走信金に依頼

して実施したらよいのではと考えます。そし

て、何が縁となって受診のきっかけになる

か、私はわからないと思っております。

また、チラシは金融機関が作成します。町

の持ち出し、町の予算措置は必要ありませ

ん。このような違う観点からの取り組みも大

切かと考えますがいかがでしょうか、お伺い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 金融機関との提

携、もちろんいろいろな金融機関ございます

ので、それぞれの金融機関で社会貢献、活動

として取り組んでいただければ本当にありが

たいことだと思っております。

特に、町のほうからそういう預金活動に対

しても、こちらから要請することはちょっと

難しいかなと思っておりますけれども、社会

貢献としてやっていただければ非常にありが

たいと考えております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、民生部長が答弁

させていただいたとおりでありますけれど
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も、我々はこの特定健診がスタートしてから

大分苦戦して、ようやっと健康づくりを町民

の皆さんに向かって、保健師を中心に前に出

ていって啓発、あるいは受けやすい環境づく

りだとか、動機づけだとかを中心にやってき

て、ようやっと３０％台まで引き上げてきた

ということでありますから、引き続きこう

いった健康づくりに対する啓発・啓蒙活動、

こういったことを重点的に取り組んでいきた

いと思っております。

それで、１回目の答弁でさせていただきま

したように、企業の社会貢献というようなこ

とで日高信金もやっておられるということ

で、全く今民生部長おっしゃったように、

我々としては、そこまで今のところ検討もし

てないし、考えてもいないというようなこと

で、引き続きこういった努力を、たくさんの

イベントにも実際保健師を中心に出向いて

いっていろいろなことをやっております。そ

ういったことを引き続きやっていきたいと、

そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ちょっと預金活動

と、私はそんなふうにはとりたくなかったの

です。一時は金融機関の預金にもつながって

いきます。

それで今、最近官民金連携という言葉を耳

にしますが、町と金融機関の取り組みをして

いる市町村がほかにもあります。それは茨城

県の常陸太田市であります。そこは子育て支

援の一環として、金融機関と提携して取り組

みを実施されております。そして、それは常

陸太田市でも人口減少の対策として、この政

策を地元の金融機関と提携しております。

それの内容は、若い方の定住の促進策で、

市は市内で住宅を買った子育て世帯などに最

大２０万円を助成すると。そして、この交付

者を対象に、地元の銀行が子育て支援住宅

ローンを実施し、金利の引き下げを行ってい

るそうであります。だからこのように、今金

融機関が町をサポートしていただけるときで

あります。だから大いに活用してはと私は

思っております。

そして、私は町の指定金融機関である網走

信金に問い合わせてみました。信金中央金庫

から、健康サポート預金の提案が来ていると

いうことでありました。それで、網走信金と

しても検討の一つであるとお話しされていま

したので、こちらから依頼すると、ぜひやっ

ていただけるのではないかと私は思いまし

た。それで、ぜひ指定金融機関でもあります

網走信金に依頼していただきたいと。

先ほども、何が縁となって健康診断、特定

健診を受けるかわかりません。その人その人

によりまして、だから一人でも二人でも健康

診断を受けて健康を維持されるということ

は、もうすごく大切なことだと私は感じてお

りますので、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 網走信金にお尋ねに

なったということで、非常にありがたい話だ

と思いますけれども、いずれにしろ社会貢献

というようなことは、みずからがやるという

ようなところで、お願いをしてやるというの

も、貢献としてはどうなのかなと思いますけ

れども、いずれにしろ網走信金は町の指定金

融機関で、さまざまな地域貢献をほかの部分

でもしていただいております。

また、金融協会という組織をつくっており

ますので、こういった各金融機関の皆さんに

は、本当に地域の金融機関として、私どもの

いろいろな相談にも実は乗っていただいてお

りますので、あえて今このことだけを取り上

げてやるというのは、私はちょっといかがな

ものかと思っておりますので、当面は中嶋議

員、ぜひもう一声かけていただければと、社

会貢献ぜひしていただきたいというようなこ

とで、町としてはなかなか難しいことなの

で、ぜひ社会貢献自体はそういうことで自発

的なものだと私は考えておりますので、あえ

てお願いと言うより、協議すれというのであ

ればできると思いますけれども、お願いとい

う形ではなかなか難しいのではないかなと、



－ 22 －

そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 私は、一人でも多

く、今せっかく受診率が３０％を過ぎたとい

うことで、それで本当、もうさらに高みを目

指してもらいたい、町民の健康を考えると、

そう思いまして、私質問させていただいたの

ですけれども、この日高信金はやっぱり受診

率が低かったので、それをこの金融機関に依

頼したということなのであります。ですから

高みを目指すためには、もうどんな策という

か、これなんて町の持ち出しなんかありませ

んので、ぜひもしあれだったらやっていただ

きたいなという私の要望であります。

以上であります。今の質問終わらせていた

だきます。

最後、３番目です。学校施設における非構

造部材の耐震対策についてであります。

東日本大震災において、多くの学校施設で

天井や照明器具、窓ガラスなどの非構造部材

が落下し、避難場所としても使用できなくな

り、負傷者も多数発生したと被害の報告がさ

れ、非構造部材の耐震化の重要性が明らかに

なりました。非構造部材の耐震化についての

財源は、実質的な地方負担は１３.３％で済

む交付金制度の活用になります。

また、改修においても、改修の必要性の判

断などが難しい場合は、必要に応じ文部科学

省に設置されている相談窓口や天井など、落

下防止対策アドバイザーを積極的に活用する

などして加速化を図ることが必要であると記

載されております。

学校施設は、教育長も先ほどの答弁にあり

ましたけれども、子供の学習、生活の場でも

ありますとともに、災害時には避難所として

の役割を果たしますので、日常の点検は大切

なことであります。点検については、文部科

学省の示した点検項目を実施されているとい

うことで、引き続きよろしくお願いいたしま

す。

また、この書面の中に、地震被害以外のさ

まざまな現象などを想定した総合的な安全対

策も検討をとあります。

最近の気象状況の変化から起こる竜巻など

で窓ガラスが割れた場合、飛散防止フィルム

をガラスに張ってあれば、細かい破片が周辺

に飛び散ることがなく、子供たちの安全を守

ることができます。飛散防止フィルムの対策

など、どのように考えておられるかお伺いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 中嶋議員のただい

まの御質問であります。耐震化につきまして

は、美幌町の場合、全て終わっているという

ことであります。それに加えて、非構造部材

の耐震化というお話の中で、総合的な部分で

飛散防止フィルムという話をされておりま

す。正直な話、なかなか窓ガラスに全部飛散

防止を張るというのは、現実的には難しいと

いうふうに考えております。

先ほど、財源の対策のお話をちょっとされ

ておりますけれども、確かに理論的には国が

３分の１を出して、あとは町が出したときに

起債が８０％ですから、計算でいけば１３.

３％ぐらいにはなるのですね。ただ、それは

あくまでもそう言ってはいますけれども、そ

のための財源をどうするかという中でいけ

ば、町として、教育委員会としては、それは

希望はあるのですけれども、やはり町全体の

耐震化を、まずどこを進めるかというか、そ

ういうことをトータル的に考える必要がある

のかなというふうに思っています。

ただ、学校の中で、今非構造部材の対応を

しなければいけないという部分でいけば、こ

の報告の中でも示されてますけれども、高さ

６メートルを超えるところのもの、それから

水平投影で２００平米を超えるところ、文科

省は、どちらかの場合についてはそういうふ

うに考えなければいけないというふうに言っ

ております。そういうふうに考えますと、今

のところ教育委員会として、今非常に検討し

ているのは、東陽小学校の吹き抜け、あそこ

が６メートル高くて、上ガラスなんですね。
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そういうところはきちんとやはり飛散防止等

の対策をすべきではないかということで、今

内部検討をしております。ただ、窓ガラスは

全て飛散防止のフィルム張るべきだというこ

とであれば、なかなかそのことについては難

しい。ただ、やらなければいけないところ

は、きちんと今後は対応していきたいという

ふうには思っております。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 優先順位は、確か

にあるなと私も感じております。これは飛散

防止フィルムを張ってありますと、地震で揺

れがおさまった後などに、ガラスが飛び散る

ことがなく、避難路の確保ができる効果もあ

りますので、もしできればやっていただきた

いなという思いで質問させていただきまし

た。

また、この非構造部材の耐震化も２０１５

年度中に、この耐震化を完了を目指して国の

ほうではいるようでありますので、できると

ころから早急にやっていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

以上で質問終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今おっしゃってい

ただきましたとおり、２７年度までに一定規

模、先ほど言った６メートルを超えるもの、

それから水平投影面積が２００平米を超える

天井については、何とか２７年度まで終わら

せてほしいということであります。

私どもで、繰り返しになりますけれども、

体育館と、それから天井が吹き抜けになって

いるところ。ですから体育館であれば小学校

３校、中学校２校、それから吹き抜けであれ

ば今イメージ的に内部で検討しているのは、

先ほど言った東陽小学校の玄関のところの吹

き抜けというところを考えておりまして、そ

ういうところの部分で、全てが何かをやらな

ければいけないということではありませんの

で、一応照明器具、バスケットゴール等を

チェックした中で、必要なものはきちんと適

性に対応して、町長部局と相談をして進めて

いきたいというふうに思います。よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、３番中嶋す

み江さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。再開を１時１５分とい

たします。

午後 ０時０４分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君）〔登壇〕 さきに提

出しております質問事項３点についてお伺い

をいたします。

まず１点目、スポーツ振興についてであり

ます。

クロスカントリー・バイアスロンコースの

設置についてであります。

ことしのオリンピック・パラリンピックで

は、美幌町出身選手の活躍が目覚ましく、そ

の一方でも、美幌スキー少年団の子供たちも

クロスカントリー競技で優秀な成績を上げて

いる。この熱が冷めやらないとき、美幌ス

キー連盟より、柏ケ丘公園陸上競技場を中心

としたクロスカントリースキーコースの整

備、拡充と圧雪車の設置を求める陳情があ

り、６月定例会では、全会一致で採択をした

経緯がありました。

以前に何度と登栄地区の射撃場と、それに

併設したバイアスロンコース設置の一般質問

をしてきたところです。その結果、町から防

衛省への陳情で射撃場の設置を行っているの

も承知しておりますが、バイアスロンコース

併設となると、実現が非常に難しいと感じて

おります。

そこで、今回スキー連盟の陳情と登栄地区

のバイアスロンコース設置についてお伺いい

たします。
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現在、冬期になるとスポーツセンターを中

心としたクロスカントリーのコースづくりが

行われているが、練習場の環境が悪いため、

スキー連盟から陸上競技場を中心としたコー

スの整備・充実の陳情があった。利便性から

いっても、登栄地区にバイアスロンコースを

つくるよりも、柏ケ丘にクロスカントリー

コース・バイアスロンコースの設置を考える

ことはできないか。

二つ目、コースをつくるに当たり、休憩施

設として、もとのユースホステルを利用する

考えはないか。

３、冬期になると日が短くなり、練習にも

支障を来すため、夜間照明施設の設置は考え

られないか。

以上、民間所有の土地を含むため、非常に

難しいと思いますけれども、以上のことをお

伺いいたします。

２点目、教育行政、水難防止の教育につい

てであります。

毎年悲惨な水難事故が起きて、２００人、

３００人と亡くなっております。また、こと

しの夏には、伊豆半島で２４時間漂流し、奇

跡的に助かった男性もおります。その要因

は、冷静に、慌てず背泳ぎをし、ラッシュ

ガードを着用していたこともあり、体温維

持、日焼けから体を守る、無駄な体力を使わ

なかったことなどが要因とされている。

全国の水難事故発生件数は、平成２５年度

夏期（７月から８月）で５７３件、水難者６

６４人、うち死者・行方不明者２８２人で

あった。このうち、中学生以下の子供は発生

件数１１８件、水難者１５５人、うち死者・

行方不明者２５人であり、死者・行方不明者

の全体の約１割の子供たちの命がなくなって

おります。

全国発生件数では、北海道では４番目、死

者数は１番である。このようなことから、少

しでも犠牲者を減らすためにも、小学校低学

年からプール授業の中で着衣水泳、ラッシュ

ガード・ライフジャケット・マリンシューズ

などの着用を含んだ方法、二つ目、背浮き・

背泳ぎの方法、３番目、浮き輪の代用品

（クーラーボックス、大きなビニール袋、

ペットボトルなど）の使い方などを教えるこ

とはできないだろうか。

３点目であります。まちづくり・道路行

政、道の駅構想についてであります。

道の駅構想について。

北海道横断自動車道の工事凍結が解除さ

れ、陸別・訓子府間の工事が再開され、沿線

地域の市町村は安堵していると思います。

６月定例会でも質問をいたしましたが、北

見市端野町川向から美幌町高野間の延長接続

をしなければ横断自動車道の価値はないもの

と思います。そのためにも、より一層横断自

動車道の延長接続の陳情・要望を強めなけれ

ばならないと思っております。

５年、１０年先に横断自動車道が完成する

となれば、今からでも横断自動車道を利用

し、美幌町の魅力を発信できる施設が必要で

あり、国道・道道・町道などの整備もしてい

かなければならないと思っております。

その中で、一つ目、新道の駅を未完成の横

断自動車沿いにつくる考えはないか。

道の駅をつくるためには、町の団体、企業

などと協力し合い、特産品などを開発、販売

する考えはないだろうか。

３点目、北海道らしい景色・景観をつくる

ために、国道・道道にはシラカバ、町道には

桜の木の植生をする考えはないだろうか。

以上、御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大原議員の

質問にお答えを申し上げます。

２番目の教育行政については、後ほど教育

委員会のほうから答弁をさせていただきたい

と思います。

初めに、スポーツ振興について、クロスカ

ントリー・バイアスロンコースの設置につい

てでありますが、１点目のクロスカントリー

スキーコースの整備・充実とバイアスロン競

技のコース設置を柏ケ丘陸上競技場で考えら

れないかについてですが、クロスカントリー
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スキーに関する陳情事項については、今後十

分に検討を行ってまいりたいと思っておりま

す。

なお、バイアスロン競技コースにつきまし

ては、特殊性を持った競技ですので、銃を取

り扱う規制、制限などの調査が必要であるこ

とと、柏ケ丘陸上競技場周辺で使用できる範

囲も限られているため、スペース的に可能か

どうか、また、十分に安全性を確保できる

か、さらに少年団から一般まで普及・振興が

図れるかなど、さまざまな観点から検討しな

ければならないことから、現段階では難しい

ものと考えております。

二つ目の休憩施設として、もとのユースホ

ステルの利用についてですが、施設が老朽化

しており、各設備の改修や耐震化への対応が

必要となっておりますので、現段階において

は、ユースホステルの利用は考えておりませ

ん。

３点目の夜間照明につきましては、御承知

のとおり、柏ケ丘公園陸上競技場を中心とし

たクロスカントリースキーコースの整備・拡

充と圧雪車の設置を求める陳情の中に盛り込

まれておりますので、今後十分に検討を図っ

てまいりますので、御理解をお願いをいたし

たいと思います。

次に、まちづくり・道路行政について。

道の駅構想について。

１点目の新道の駅構想についてであります

が、横断自動車道の整備により、交通の利便

性が向上し、都市との移動距離及び移動時間

の短縮により、レジャーやビジネス面など、

多くのメリットがありますが、一方で本町の

街なかを通過しなくなるおそれがあり、地元

経済に悪影響を及ぼすことが懸念されること

から、町の魅力を発信し、街なかあるいは本

町の観光拠点であります美幌峠などへ誘導す

ることが重要であり、道の駅は町の魅力を発

信する施設、あるいは誘客施設として有効で

あることは認識しているところであります。

また、住民満足度調査におきましても、道

の駅などの気軽に立ち寄れる施設の設置を望

む声が寄せられているところでもあり、今後

本町経済の活性化を図る上からも、新道の駅

構想を含め、本町への来訪促進及び滞留促進

を図る必要性があると考えているところであ

ります。

本年６月の一般質問でも御答弁させていた

だいたとおり、現段階においては、新道の駅

を設置する具体的な構想は持ちあわせており

ませんが、将来を見据えた研究を引き続き

行ってまいりたいと考えておりますので、御

理解のほど、よろしくお願いをいたしたいと

思います。

２点目の特産品などの開発及び販売に関し

てですが、美幌商工会議所や食堂組合などを

初めとした関係者の御尽力により、平成２４

年度に「美幌豚醤」の開発及び販売に至った

ほか、美幌観光物産協会では、「お酢」、Ｊ

Ａびほろにおいては、本町の農畜産物を使用

した「レトルトカレー」、また、一般企業に

おいてもさまざまな商品の開発及び販売に

至っているところであります。

さらには、先日の新聞報道にもありました

ように、美幌商工会議所を中心とした関係者

により、アスパラの切り下と言われる調整残

渣を利用した商品開発に取り組み始めてお

り、本町においても特産品の開発及び販売に

ついて活発的な動きが見えてきております。

今後も関係団体等と連携を図りながら、特

産品の開発及び販売、さらには販路拡大の促

進を図ってまいりたいと考えております。

次に、３点目の北海道らしい景色・景観を

つくるための国道・道道へのシラカバ、町道

への桜の植樹についてでありますが、本町で

は昭和４８年ころから昭和６２年ころにかけ

て、国道２４３号観光並木として桜、ナナカ

マドなどの植栽に始まり、平成２年度からは

シラカバを並木の中心的樹種として植栽を続

け、特に平成６年度から平成８年度にかけて

は、ロマンチック街道として、国・道の協力

により、約３,０００本ものシラカバ並木を

市街地と美幌峠の間にかけて整備し、その名

のとおり、ロマンチックな風景を醸し出し、
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訪れる人々の感動を呼んでおります。

また、町道においても、街路事業による道

路整備に合わせて、桜やナナカマド、ニセア

カシア、イチョウなどさまざまな街路樹を植

栽し、暮らしの潤いを高めるとともに、景観

機能、緑陰機能、防風・防災機能、環境教

育・コミュニティ機能など、多面的な機能を

発揮しております。

しかし、一方では、樹木の成長に伴い、見

通しの悪化による交通障害、落ち葉の問題、

また、日陰による日照障害が生じていること

から、選定や伐採についての要望も数多く寄

せられ、その都度対応している状況であり、

景観や環境保全と支障木解消との共生が大き

な課題となっております。

お尋ねの国道・道道への植栽につきまして

は、道路管理者である網走開発建設部や北海

道の協力が不可欠であり、さらに町道につき

ましても、既に整備されている路線を含め、

樹種の選定や維持管理のあり方について、町

民のコンセンサスが得られるような取り組み

を行い、美幌町地域緑化推進計画と整合性を

図りながら進めてまいりたいと思いますの

で、御理解のほどをよろしくお願いをいたし

たいと思います。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 大原議員

の御質問に答弁いたします。

教育行政について、水難防止の教育につい

てですが、着衣水泳につきましては、近年マ

スコミなどでも取り上げられ、水難事故から

身を守る方法として、「浮いて待て」の合い

言葉や、背浮きでその有効性が知られるよう

になってきております。

現在、小学校における水泳授業におきまし

ては、限られた時数の中で実施しており、着

衣水泳につきましては、学習指導要領におい

て必須となっていないことから、旭小学校の

６年生のみが、プール最終日の授業において

実施している状況となっております。

背浮き・背泳ぎにつきましては、水泳授業

の中で具体的な泳法としての指導は行ってお

りませんが、水になれ、浮く運動として、全

身の力を抜いていろいろな浮き方をする中

で、伏し浮きや背浮き、クラゲ浮きなどが取

り入れられております。

なお、浮き輪の代用品の使い方につきまし

ては、特に実技指導を行っておりません。

子供たちが水難事故や自然災害から身を守

ることは、非常に重要な取り組みであると考

えることから、旭小学校と同様の取り組みが

できないかどうか、今後各小学校に投げかけ

るとともに、体育科ばかりではなく、生活科

や社会科、学級活動の中で安全教育などを通

して、よりよい指導方法を検討してまいりま

す。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） それでは、１点

目、クロスカントリー・バイアスロンの設置

についてであります。

先般、スキー連盟から本当に陳情が上がっ

てきたと。その中で、たまたま私が先ほど述

べましたように、バイアスロンコース、ある

いは射撃場を登栄のごみ処分場の横につくっ

ていただけないかというようなことを再三お

願いしてきたところであります。これがたま

たま、先ほど言いましたように、連盟のほう

からこのような陳情が上がってきて、これま

た子供たちのことも考えたり、あるいは歩く

スキーをやっている方たちを考えると大変い

い場所だなと。スキー連盟に上がってきた陳

情の場所は、場所的にはすばらしくいいとこ

ろだなと思っておりました。

そこで、まず１点目でお願いというか、お

聞きしたいのは、バイアスロンコースのこと

からお聞きしたいなと思っております。

バイアスロン、私以前、どうしてもエアで

撃つのがもう全部、競技ではバイアスロン、

練習でもエアで撃つのかなと思っておりまし

た。でも確認したところ、レーザービームと
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いうのですか、レーザー銃でも十分できると

いうようなことがありました。それも、やは

りある程度安全な場所が必要ですけれども、

今度のスキー連盟さんのほうから上がってき

た陳情の中のコースどりを見てみると、意外

と山のほう、山を前にしてバイアスロン、射

撃を撃てるようなコースもとれるのではない

かというような思いがあったものですから

ね、ぜひこのことを考えて、いま一度、大変

難しいというような答弁でしたけれども、こ

のことも考えて、前向きに考えていきたいと

いうようなことがありましたので、町長とし

て、この連盟から上がってきたコースどり、

あるいはどのようなことを構想の中に、多分

上がってきたばかりで難しいと思いますけれ

ども、もし本当にこういう、大まかでいいで

す。こういうものが持ちたい、ああいうもの

をしてあげたいなというような思いがあれ

ば、お聞きしたいなと思っております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回、スキー連盟の

ほうからクロスカントリースキーコースの整

備・拡充ということで陳情をしてこられまし

た。それで議会の中で、願意適当ということ

で採択されて、それを町長部局のほうにボー

ルを投げていただいて、私どもで今さまざま

検討しているということであります。

この中身を見ますと、やはり真っ正面から

受けとめて十分検討しなければいけないとい

うものも項目の中に多い状況にあります。し

かも、今回オリンピックでは、石田正子さん

が３オリンピック大会に出場するというよう

なことで、オリンピック選手だとか、あるい

はワールドカップで活躍する選手が身近にい

るということで、子供たちの夢も大分膨らん

で、努力すれば何とかなるというようなこと

だと思いますので、そういうことも受けて

しっかりとした検討をしていきたいと思って

おります。

それで、バイアスロンコースは、これ今回

スキー連盟の陳情には入っておりませんけれ

ども、いずれにしろレーザーにしても目に当

たると非常に危険性が出るというようなこと

なので、相当安全性が求められると思います

ので、今具体的に私がやりますとかというこ

とではなくて、検討させていただきたいな

と、そういう時間をちょっと長目にとってい

ただいて、検討、研究をしてみなければ、今

にわかにやりますという話ではなくて、むし

ろクロスカントリーのほうを今検討を十分詰

めていきたいと、そのように考えているとこ

ろでございます。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 前向きに考えると

いうことでありますので、それであれば、先

ほど２点目で私質問の中に入れさせてもらい

ましたユースホステルの利活用、大変難しい

ということでした。それであれば、もしこの

コースのことを８割、９割を前提に考えてい

ただけるのであれば、陸上競技場の本部席あ

りますよね。あれを今度活用していかなけれ

ばならないのかなと、勝手に私は思っている

のですよ。というのは、ここを活用すること

によって、子供たちがスキーだとか、あるい

はしまえる倉庫もありますし、あるいは暖も

とれる、冬になると。あるいは、ここで大会

をやるとお父さん、お母さんたちも見に来れ

るような、ちょうど回れるような、見れる大

会もできるのではないかなと思っているので

すよ。そのことをいま一度、もしこれから先

検討していくというのであれば、頭の隅っこ

にでも、できればど真ん中にでも入れておい

て検討していただけるというようなことを、

お願いというのはちょっとあれですけれど

も、していただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ユースホステルは、

庁舎内でもさまざまな検討をしましたけれど

も、なかなか改修を含めて厳しいという状況

にあります。耐震性の問題も出てくるという

ようなことで、非常に利用については厳しい

と思いますけれども、今陸上競技場の本部席

のお話ありましたけれども、それも一つだと
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思います。

あと実際管理している教育委員会のほう

が、その辺の考え方どうなるのか、教育委員

会のほうからまた御答弁あると思いますけれ

ども、まあそれも一つの方法ではないだろう

かというような思いで受けとめさせていただ

きました。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） あと一つなのです

けれども、そのコースをもしつくるのであれ

ば、夏も結構、あの辺をストック持って歩く

ノルディックウォーキングというのが結構多

いらしいのですね。それであれば、もしこう

いうところにコースをつくっていただけるの

であればですよ、考えるのであれば、この

コースにウッドチップだとかゴムチップを敷

いて、そこでノルディックウォーキング、あ

るいは夏なら夏で、また別な合宿の方たちも

呼んで、あるいは近くにスポーツセンターも

ありますから、そこで機械でトレーニングも

できるだとかいろいろな活用方法、あるいは

利用方法があると思うのですよ。だから最終

的には、やはりそのコースのつくり方、ある

いはやっぱりつくるときには削ったり、昔の

野球場おりるところの手すりなんかあります

けれども、ああいうのもやっぱり取り払うと

か、いいろいろなことが、支障が出てくると

思います。まして、民間地相当含まれてくる

と思うのですね。相当難しいと思いますけれ

ども、まずはウッドチップだとか、そういっ

たコースをとり、別なもので利用できるとい

う、大変お金かかりますけれども、そんなの

も考えることもできないのかどうか、ちょっ

とお伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） コースの整備とい

うことでありますけれども、今回いろいろな

提案が新たにされたわけですけれども、今、

先ほど町長のほうからしっかりとした対応を

していくという答弁をさせていただいており

ます。そういった中で、今お話しいただいた

ような、例えばコースをゴムチップやウッド

チップ、みどりの村なんかは非常にウッド

チップを圧縮して、非常に合宿なんかで喜ば

れてますけれども、そういう状況にどこまで

できるかという部分も含めて、今の段階では

こうしたいという、こうするという考えは

ちょっと持ってございませんので、先ほどの

町長の答弁と同じになりますけれども、しっ

かりした対応をしていきたいというふうに

思っております。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 本当に、今再三お

願いというか、提案みたいなことをさせてい

ただきましたけれども、これも早急に、やは

りこれから子供たちもまだまだ伸びる要素が

たくさんありますし、美幌町としてのアピー

ル、そしてほかからも、ましてスポーツ団体

も呼んでこれるというようなことであります

ので、ぜひとも今言ったコースどり、あるい

はバイアスロンだとか、いろいろなこと今言

いましたけれども、そのことをぜひとも前向

きに考えていただいて、早急に結論という

か、そういうものを出していただきたいなと

思います。

２点目であります。教育行政の水難防止の

教育についてでありますけれども、答弁の中

で、旭小学校が着衣水泳をやっているという

ことですけれども、これはまたいつごろ、ま

た、何回ぐらいやっているのかお伺いしたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（髙木憲一君） 旭小学校の着衣

水泳の時期でございますけれども、プール開

設の一番最終日に行っております。最終日と

いうことでございますので、御理解いただき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 最終日ということ

になると、月で言えば多分８月９月、９月ぐ

らいになると思うのですけれども、ちょっと

不思議なのが、９月になると、多分もう水遊

び場に行くことはないと思うのですよ。まし

てシーズンが終わったときにやるのは、私勝
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手に思っているところですけれども、いかが

なものかと。なぜ最終日なのか、もし、これ

は学校の方針でやっていると思うので、教育

委員会のほうで、もし最終日にやる意図があ

れば教えていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 学校における水泳

学習のねらいということで、きょういろいろ

な質問を今回していただきました。そういっ

た中で、本来の学習指導要領の中で、水泳授

業をする目的がございます。その中で、水難

事故を防ぐためにどうするかという話をされ

ております。

着衣水泳という部分でいけば、実際には

プールにおいて、ふだん服を着て泳がせると

いう行為は、どこのプールもしてないと思い

ます。それは、例えばプールの水が、ある意

味では着衣していることによって雑菌とか、

専門家の中で、その考え方どうなのでしょう

かという話をちょっといろいろ聞かせてもら

いました。そういった中でいけば、ふだん例

えば着衣水泳をして、またそのまま水を使っ

て泳ぐとか、そういう部分では、そういうこ

とはさせてないというところがほとんどで

あって、それはなぜかというと、今言った雑

菌の問題とか、浮遊物の問題とかあって、そ

れをろ過機能としては、それはそれぞれ拾う

のでしょうけれども、他のやっぱり雑菌なん

かがあって、例えばそれで病気を発症したり

とか、そういうこともあってやってないとい

うことで、たまたま旭小学校では最終のとき

にやっているという状態であります。

これは、町のプールにおいても同じで、ク

ローズの近くに水泳協会なんかが、実際にそ

ういう事故をなくすために、こういうことが

できますよということでやっているというが

現状でありますので、答弁書の中で、他の学

校についてもできないのかいという部分でい

けば、全ての子供たちにそれを経験させると

いうのは無理だとしても、言うなら学年の一

番大きい子供たちの部分については、最終日

に検討していただきたいというお願いを学校

には今しているところではあります。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 大変言っているこ

とはわかります。雑菌あるいは浮遊物、浮遊

物というのは、多分服の繊維のことだと思い

ますけれども、極端なこと言います。したら

水着の浮遊物、あるいは雑菌とかないのか

と。極端なこと言いますよ。裸で泳げと、そ

のほうが雑菌もなければ、浮遊物もないだろ

うというようなことを言いたいのですね。

これ子供の命を守るための授業なんです

よ。何か手立てがあると思うのですね。まし

て、そのシーズンの最終的なときにやるとい

うのも、果たして効果があるのだろうかと思

うのですよ。やはりシーズン前にやって、子

供たちに水というのはこんなに危険なんだよ

というのは、どこかで教えていかなければな

らないと思うのです。

私、これ質問させていただいたのは、やは

り北海道が一番被害者が多い、そこなんです

よ。私日本人だから、本当は日本全体のこと

を考えなければならないのですけれども、な

ぜ北海道が多いと言ったら、夏の期間が短く

て、やはり川遊び、川の遊びにはやっぱり

キャンプ場の施設が北海道は多いと思いま

す。海というのは、海には自分で泳ぎに行く

ぞという考えがあるから、意外と海難者とい

うのは少ないというようなこともあります。

川に行けば、やはり釣り竿を持ったり心構え

というか、あと流れだとかいろいろ変わりま

すので相当危険。やはりそのことをシーズン

前からやっていかなければならないのかなと

は思っているのですけれども、いま一度その

ことをちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 水の危険性につい

ては、今大原議員がおっしゃった部分は、そ

のとおりだというふうに思います。ただ、何

でもかんでも学校で全てを、ですから学校で

水泳授業をどうして国が定めてやっているの

だということと、ふだん日常の中で、水難事
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故が起きる一つの危険性をどう教えていくこ

とというのは、両方ミックスしていかないと

いけないことだと思うのです。だから学校の

水泳授業で、プールを使ってこうしなければ

いけないということではなくて、やはり、何

度も繰り返しますけれども、学習指導要領の

中で、例えば水になれるとか、水の危険性と

か、そういう基本的なことをきちんと教えた

中で、例えば子供たちが川遊びに行くとか、

それから親御さんとキャンプ場がたまたま湖

とか海に面しているときにどうあるべきかと

いうことは、やはりきちんと別な機会も含め

て、いろいろな形で教える必要があるという

ふうに私は思っております。ですから、例え

ばこの中で、例えば浮きになるもの、代用品

というのは、そういうものであれば、これは

教師の一つの教え方のレベルですけれども、

いろいろなことが考えられる。だから今回の

質問の中で、授業の中でできるものと、それ

から授業の中ではなかなかこれは難しいとい

う部分については、きちんと分けて取り組む

必要があるのかなというふうに私は考えてい

るところであります。

大原議員が言っていることを否定する話で

はなくて、この水泳授業の中で全てを完結す

ることではなかなか難しいという話の中で、

着衣水泳の中でいけば、今プールのときはき

ちんと事前に塩素滅菌されたところを歩くこ

と、上からシャワーを浴びて、そういう衣服

なんかのちり、水着のちりを落とすとか、そ

ういうことは全部させていただいてますし、

帽子をかぶるとか、最小限そういうことを

ちゃんとさせていただいてますので、そうい

う比較とはちょっと違うかなということだけ

は御理解いただきたいというふうに思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 言っていることも

わかるのです。やっぱり多分考え方が、行き

着くところは同じですけれども、その過程が

ちょっと違うのかなと思っております。

これ極端なこと言えばですよ、私実技の中

で覚えるものかなと思っているのですよ。

やっぱり口だけの教えと、あるいは自分で体

験して覚えるということは全然違うのかなと

思っているのですね。

例えばイギリス、あそこは水難者一番少な

い。というのは低学年、１年生だとか、日本

で言う１年生からですね。そのときにはもう

自分の背の高いところから教えているのです

よ。というのは、その教え方もやっぱり日本

と違うのですね。日本は多分クロール、背泳

ぎだとか何かあって、それからクロールとか

行くのですけれども、向こうは犬かきから始

まるのですよ。犬かき、平泳ぎ、クロール、

やっぱりそれが自然な私も流れだと思ってい

るのですね。だからそういう、やっぱり根本

的なところからやっていかなければ、子供た

ちが果たしてどこまで安全な水遊びができる

かなと。まして、先ほど言いました救難用の

例えばペットボトルだとかクーラーボックス

だとかありますけれども、ペットボトルにし

ても暴れるときに、溺れているから暴れてま

すよね。そんなもの１個や２個渡しても、多

分受け取らないし、持っていても暴れるから

沈むのですよ、幾ら子供でも。あるいはテレ

ビなんかではペットボトル有効ですよと言っ

てますけれども、私は決してそう思いませ

ん。そういうのは、やはり実技でやらないと

口で言ってもわからない。そのほかにもいろ

いろとあると思うのです。口頭で言うのと実

技で覚えるのというのは。やはりこれもプー

ルならプールのその水泳授業の中で、小さい

ときからぜひとも美幌町特区としてやってい

ただくような心意気があっていただきたいな

と思いますけれども、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） ある意味では、私

がお伝えしたいという部分とは同じな部分は

あると思います。基本的には、今命を守ると

いうのは、どうやって自分の命を守っていく

かというのは大事なことだと思います。

私もこういう職業につく前は、幼児と、そ

れから小学生の水泳とか、ちょっと外国でそ
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ういうウォーターフロントのお手伝いをした

ことあります。そういった場合には、本当に

目の前にいたとしても、手出したとしても助

けるなと言っているわけですよね。それから

プールの中でも、水上救急法の中において

は、仮に泳いでいって手を差し伸べても、

あっちはもう必死になっているからしがみつ

く、一緒になって、そういう場合は１回沈ん

で、下から背面潜りして首というか、そうい

うような指導もいろいろあります。ですから

さっき言ったように、学校の中で基本的に自

分の命、特に水からどう、水というのは海

や、それから湖、川へ行ったときにどうする

かということは、教えれることはいろいろあ

ると思うのですね。それが実技が伴わないか

らだめだということではなくて、その中で

プールで、じゃあ何ができるかという部分で

いけば、やれることはそこでやるのですけれ

ども、例えばさっき言ったように、服を着た

まま泳ぎをやってみるとか、それはなかなか

そのプールの構造上、いつもできる話ではな

いということは御理解いただきたいと思いま

すし、例えばさっきの浮きも一つの方法で

す。ビート板なんか使ったりするけれども、

それにかわるもの、浮くという、まずそうい

う水事故の中で、自分がどうしたら浮くのだ

ということは教えられると思うのですね。そ

れは水泳指導の中で、これは別に外国であろ

うが、日本だって同じこと。そのことを覚え

ていただければ、あとはどうするか。

例えば、海に行ったところ、それから湖に

行ったというのはまた別な時限の中できちん

とやれる。だからトータル的にものをやはり

考えていけばいいのではないかなと思います

ので、やはり学校の水泳授業で全てを完結す

るというのは、なかなか難しいということだ

けは御理解していただきたいということと、

今大原議員がおっしゃったことを否定すると

いう話でもないという、ただ学校の授業の中

で可能なことは、こちらとしても取り入れる

ようなお願いはしようというふうに思ってお

ります。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 本当にこれは子供

の命にかかわること。子供だけではないです

けれども、子供が大きくなれば、それをずっ

と実行していけるような大人にもなるという

ようなことですので、ぜひ今前向きな、半分

以上前向きですから、ぜひとも学校のほうで

呼びかけていただいて、これを取り上げてい

ただきたいなと思いますし、また、どうして

も着衣水泳が時期的に難しいと言うのであれ

ば、一つの手として、５メートルなら５メー

トル四方のちょっと深目のプールをつくっ

て、そこでやるというような方法もあります

ので、どこかでそういう方法も何か考えてい

ただければと思います。

それでは３点目、道の駅構想についてであ

ります。

６月でもお伺いしましたけれども、あの中

で私道の駅、これはまちの中でもできないか

というようなこともお伺いしました。それは

それで、またまちの中で人がいろいろ寄って

くるだろうというような思いでありましたけ

れども、この中で未完成の横断道路沿線沿

い、ちょっと回りくどい言い方ですけれど

も、私は私なりの場所的には構想はありま

す。これもやはり民有地が絡んでありますの

で、なかなか言いたいことがずばっと言えな

いというのが、ちょっとここら辺がいらいら

してくる部分が自分でもあるのですけれど

も、その辺を酌み取っていただきたいなと思

います。

今、インター美幌では二つあります。高野

と瑞治、例えばああいうインターを活用する

ことによって、そこに駅をつくるとなれば、

大変その施設が利用しやすくなるのではない

かなと勝手に思っているのですよ。というの

は、今ＪＡさんでも、ここに答弁ありました

ように、レトルトカレーや、あるいはアスパ

ラのスープ、あるいはそのほかで豚醤だとか

美幌バーガーだとか、いろいろなものを考え

てくれています。そういうものをつくること

によって、美幌町ここにありと。まず、そう
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いう施設の中にそういうのを取り込むことに

よって、もっと客が来る、あるいは美幌町の

野菜だとか、あとクレードルさんで開発、独

自でつくったものだとか、あとは丸和油脂さ

ん、美幌町にもそれぞれあります。やはりそ

ういうのも利用しながら、そういうものをつ

くっていく、そして美幌町を盛り上げる。

特産品開発というのは、やはり一つの事業

主がやっていただいて、その後の販路、ある

いはＰＲというのは町、あるいはどこでやる

というのは、施設だとかそういうのをつくっ

て一緒にやるぞというような声かけが、私は

町のほうでやっていただければ、もっともっ

と連携がうまくいくのではないかなと思って

いるのですけれども、その辺の考えをちょっ

とお伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） お尋ねの件でありま

すけれども、新しい道の駅と、それから特産

品の開発と販路の拡大というようなことで、

あわせてというお話ですけれども、特産品の

開発については、会議所を含めてＪＡである

とか、物産協会であるとか、さまざまな取り

組みをしております。これについては、私ど

もでできる限りのことは支援をして、新しい

特産品づくりに力を入れていきたいと、そん

な思いであります。

あと新しい道の駅ということでありますけ

れども、実は８月の末だったと思いますけれ

ども、北海道の横断自動車道の中の足寄・小

利別間が当面整備しない区間という位置づけ

であったのですけれども、太田国交省大臣が

発表して、当面整備しない区間を整備に向け

てというようなことで、今北見道路が川東と

訓子府ですか、つながって通れるようになっ

たというようなことで、今度足寄・小利別間

がつくと、十勝圏域と今度オホーツク圏域が

つながるということになると思います。そう

すると、次はどこかと言うと、北見市端野の

川東と高野間、そして女満別空港から網走市

の区間をどうするかということになってくる

と思います。

それで、７月の２９、３０日、実は北海道

横断自動車道の北見・網走間建設促進期成会

という組織がありまして、私も、美幌町も

入っておりますので陳情に伺ってきました。

それはもう札幌の北海道局、それから国交省

の中に行ってきましたけれども、同じような

ことで、次のその整備に向けては、川東・高

野間というようなことで、多分そういうとこ

ろが整備に向けての日程に載ってくるのだろ

うと。もちろん地元の意向もあります。そう

すると、つながってくると圏域間を人と物が

行き来するというのは、もちろん町の発展だ

とか、いろいろな意味で町にとってもいい影

響あるのですけれども、一方では、何もしな

いと、ただバイパスというのは迂回路ですか

ら、すり抜け道路ですから、市街地を全くお

りないで通り過ぎてしまうと。我々は、その

周りでそういうのを見ているわけですよね。

例えば、高規格道路の上川だとか、ああい

うところの状態を見ているので、やはり何と

してもこの町に入ってきて、美幌峠なりいろ

いろな観光資源に、圏域を越えて来た人たち

に見てもらったり、楽しんでいただいたりと

いうのが重要になってくると思います。それ

が町の振興策につながるのだろうと思ってい

ますので、どこという話ではなくて、そうい

う危機感もあるので、せっかく花見橋で１号

道路が整備されて、昔はアプローチロード、

ウエルカムロードということで位置づけあっ

たと思うのですけれども、最近ちょっと薄ら

いでいますけれども、ああいう形で町に誘導

できるという意味での新しい道の駅は、やは

りバイパス周辺ということにはなるのだろう

と。具体的な話は、まだ何も決まっておりま

せんけれども、そういうことだろうと思いま

す。

そこで、何をするかというのは、いろいろ

な情報、道路情報を含めて気象情報、さらに

は休憩施設、トイレ、電話だとかそういうこ

とも含まって、さらにはそれに付加してやっ

ぱり地域の物産をしっかり売るということが

道の駅の役割だと思っています。
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最近清里で、きのうもＮＨＫテレビで鶴瓶

さんのやつやってましたけれども、新しい道

の駅放映されてましたけれども、やはりあの

物産を販売するというのも、一つ道の駅の役

割だろうと、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 大体私と考えが近

いのかなと思っております。ただ、この道の

駅を、もしそういう高規格の近くでやろうと

いうような思いがあるとすれば、今度隣接す

る国道、あるいは道道、町道があると思いま

す。そういうところに大変問題も多い樹木の

植栽があるのですけれども、美幌峠に行く国

道、あれ昔、さっき答弁がありましたけれど

も、シラカバ植えました。あれが、最初私邪

魔くさいなと思っていたのですけれども、

やっぱり本州から来る人たちは、峠越えて来

ると、いや北海道らしくていいと。１０人中

８人言います。ということは、シラカバとい

うのはやっぱり北海道の木なのでしょうね、

向こうの人に見させて言わせれば。それであ

れば、例えばまだシラカバの植わっていない

ところだとかそういう国道、あるいは今言い

ましたウエルカム道路、昔の言う花見橋から

あの辺までは桜をびっちり植えさせてもらう

だとか、いろいろあると思うのですよ。本当

にまちの中に植栽してというのは、剪定だと

かいろいろな問題もありましたので、多分国

道の縁にやっても、横から、脇道の縁見えな

いから切れだとかいろいろあると思います。

その部分もやはりある程度何メートル以上離

してやるだとか、大きくなれば下だけ枝を剪

定すれば、余り交通の支障にもないのかなと

思っておりますので、これもそういう道の駅

の構想につなげるためにも、そういう路線の

景観をつくるというのも一つの方法かなと思

うのです。その辺のことも、町長もし何か考

えがあればお答えしていただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今ロマンチック街

道、あるいは１号道路は花見橋をメーンの道

路施設として、１号道路ということでありま

すけれども、都市計画街路名としては桜通り

というようなことで、桜を植えているという

ようなことであります。

それからロマンチック街道も、ここに来て

かなりいい景観がつくり出されているのでは

ないかと思っています。とりわけ春先の青空

に映えるシラカバの並木は、やはり見応えが

あるといいますか、本州から来ると、なかな

か本州にはない樹種なので感動も与えられる

のでないかと思います。ただ、シラカバ並木

も適正な管理と、地域の住民の皆さんの理解

と協力がなければ、多分なかなか難しいと思

います。

それで私も思うのは、やはり今枯れたとこ

ろとか、補植とかというようなことをすれ

ば、さらによくなるというような状況あると

思いますけれども、あそこ結構高速で走る一

般道、国道がありまして、横断する低速のト

ラクターであるとか、非常に交通上の危険性

もあると。特にシラカバの葉っぱ落ちて、秋

口には湿り気があって滑るというようなこと

で、やはり地域の皆さんからも声がいろいろ

ありますので、いずれにしろ今後において

は、地域の皆さんの理解と協力をどう得るか

というのがポイントになってくるのではない

かなと思いますし、あと木のことで言えば、

やはり今は線の話してますけれども、点であ

るとか面であるとか、やはりいろいろあると

思います。点にしても面にしても線にして

も、桜で言うと桜の名所をつくる会というの

がボランティアでやっておられる団体もあり

ますので、どちらにしろ地域住民の皆さんと

一緒になってやらなければなかなか難しいこ

とだと思います。

それと、やはり維持管理がしっかりしない

と、この前もちょっと見てきましたけれど

も、やはり電線に枝がかかるような状況に

なってきているので、そういったものをどこ

がどうやってやるかという問題もちょっとあ

ると思いますので、いずれにしろ行政内部で

はいろいろな話しさせていただいてますの
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で、まだ具体的な形になってませんけれど

も、今のバイパスの話以外で、そんな話も

ちょっとしているところですので、もう

ちょっとまだ時間かかると思いますけれど

も、ただ景観上非常にいい景観だなと思って

おります。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 本当に手入れ、あ

るいは維持、相当難しいのもわかっておりま

す。一時は、もう相当私のほうにも苦情が来

てましたので、その大変さというのは相当わ

かります。ただ、道の駅だとかいろいろな施

設、美幌町というメーンがあれば、何とかし

てその辺をクリアしていただいて、今町長が

言いましたように、住民の方の協力を得て、

何とかして美幌町ここにあり、あるいは美幌

町の景観ここにありというようなものを、ぜ

ひこれからも立ち上げていっていただきたい

と思います。

以上で終わります。

○議長（古舘繁夫君） 答弁いいですか。

以上で、１３番大原昇さんの一般質問終わ

ります。

暫時休憩をします。再開を２時２０分。

午後 ２時１１分 休憩

────────────────

午後 ２時２０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 私は、さき

に通告いたしました３項目４点について質問

をさせていただきます。

まず、一つ目は、災害への対策について。

１点目は、災害の予防について、２点目は、

災害時における避難勧告発令時期についてで

あります。

まず、災害の予防であります。

近年の異常気象は、一度に降る雨の量が、

今まで経験したことがない豪雨となって、し

かも局地的に集中して降ることが多いことで

す。

８月２１日に広島市北部を襲った集中豪雨

は、推計５０万立方メートルの膨大な土石流

となって、７２名の人が犠牲になり、今もな

お行方不明の人が２名おられる。これは９月

５日現在でありますけれども、そういう状況

であります。

さらに、８月２４日には、礼文島北部でも

大雨による土砂崩れで２名の人が犠牲になり

ました。

美幌町も、山の裾野や急斜面などに住宅が

点在している地域が数多くあります。ことし

５月２日には、栄森牧場へ行く道路沿い山林

奥にある個人所有の草地の崩落が発見されま

した。発生は、３月下旬から４月と思われま

す。

崩落の原因は、冬期間に平年の２倍以上の

降雪による春先の大量の雪解け水と思われま

す。物的被害は甚大でしたが、人的被害がな

かったのは何よりも幸いです。

そこで、１点目の質問でございますけれど

も、災害の芽は至るところに隠れていること

を念頭に、この機会に町も住宅が点在してい

る山の裾野や急斜面などを含め、きめ細かに

検証し、突発的な異常気象による大災害に備

える必要があるのではないかと思いますが、

町長の考えをお伺いします。

２点目でございますけれども、今後我が町

でも発生の可能性が十分に考えられる予測困

難な異常気象（集中豪雨、竜巻、大雪、猛吹

雪など）に対しては、住民の生命を守るため

にも、気象庁の気象警報などをもとに、空振

りを恐れず、早目早目の避難勧告を出すべき

であると思いますが、町長の考えをお伺いし

ます。

二つ目でございます。町の人口減少に対す

る施策について。

結婚支援事業についてでありますけれど

も、平成２６年度版少子化社会対策白書によ

ると、２５歳から２９歳の男性の未婚率は７

１.８％、女性は６０.３％で、未婚者の増加

は少子化の要因の一つだとして、結婚支援事
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業が各地で盛んに行われています。

市町村の約４０％、都道府県の約６６％が

事業を展開、美幌町も農業後継者のお嫁さん

対策として、ＪＡと協力しながら４０年以上

前にスタート、数年前からは商工会議所でも

積極的に取り組んでいますが、成婚数、要す

るに結婚が成立する数は伸び悩んでいます。

かつて地域には仲間とともに語り、学び、

支え合いながら若者が成長していく場があり

ました。現在のように、誰にでもオープンに

開かれたネット社会では、そういう場は必要

とされなくなったかもしれません。だが、誰

にでもアクセスしやすくなった手段を用いて

さえ、異性に自分の思いをうまく伝えられず

に、ジレンマを感じている若者が多いように

思います。

婚活とは、若者の心を育てることから始ま

るもの、そのためにも結婚支援事業が町の人

口減少に対する施策の一つの大きな目玉とし

て、さまざまな機会を活用しながら、これま

でより、さらに積極的に結婚イベントの取り

組みを数多くふやしていくべきと思います

が、町長の考えをお伺いします。

三つ目でございます。敬老会について。

敬老会についてでございますけれども、平

成２６年度の敬老会は、９月１３日にびほー

るで開催されております。敬老会に招待され

るのは７５歳以上の人で、ことしは昨年に比

べて６３名ふえ、３,４３２人で、毎年ふえ

続けています。ただ、参加者は年々減少傾向

にあり、昨年度は招待者３,３６９人中、会

場に来られた方は約２,０００人ですが、代

理人の方も多く、また、受け付けの後、記念

品を受領してすぐ帰る方が多数を占めていま

す。

このため、式典に参加される方は少なく、

びほーる会場の５００名分の椅子には空席が

目立つ状況です。

町では、敬老会は重要な行事と位置づけて

いますので、参加人数にとらわれるものでは

ないと考えます。ただ、余りにも参加者が少

ないのでは、多くの仲間と祝福し合う敬老会

の本来の趣旨から少しかけ離れているような

気がいたします。新たな対策が必要と思いま

すが、町長の考えをお伺いします。

以上、３点について、最初の質問に御答弁

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 新鞍議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、災害への対策について。

災害の予防についてでありますが、近年の

異常気象により、過去にない大雨、洪水、土

砂災害、局地的集中的豪雨は、いつどこで発

生するか予想しにくい状況にあります。

８月には、記録的な豪雨により、広島市や

礼文町で大規模な土砂災害が発生し、多くの

方が被害に遭うなど、自然災害の脅威を実感

するとともに、全国で頻発する異常気象によ

る大規模災害は、決して他人事ではないと認

識をしたところであります。

本町における土砂災害危険箇所につきまし

ては、北海道による基礎調査で指定を受けた

４０カ所と、町の調査結果による３０カ所を

加えた７０カ所を地域防災計画に定めている

ところであります。

このうち、２４カ所については、住宅被害

が予想される地域となっているところであ

り、洪水ハザードマップへの記載や町ホーム

ページへの掲載により、土砂災害危険箇所の

周知を図ってきたところであります。

今後におきましても、町民の安全・安心を

守る観点から、土砂災害危険箇所の再点検を

行うとともに、防災出前講座により危険箇

所、避難所、避難方法などの周知徹底を図っ

てまいりたいと考えております。

さらに、自治会連合会による自主防災総合

訓練を通して、各自治会の災害発生時での自

主防災に関する意識の向上を期待するととも

に、自衛隊を含めた関係機関との連携によ

り、災害発生を想定した訓練等も検討し、平

時から災害に備えてまいりたいと考えている

ところであります。

避難勧告等の発令につきましても、災害か
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ら住民の命、身体を守るためには、気象庁の

気象警報などをもとに、命を守るということ

を最優先に考え、避難勧告等の判断、伝達マ

ニュアルに基づき、総合的に判断し、空振り

することを恐れず、避難勧告などを発する考

えでおりますので、御理解と御協力をお願い

をいたしたいと思います。

次に、町の人口減少に対する施策につい

て。

結婚支援事業についてでありますが、農業

後継者のパートナー対策につきましては、農

業担い手結婚相談員を配置し、農業後継者の

結婚相談やあっせんなど、結婚成立に向けた

活動を行っているほか、美幌町農業担い手対

策協議会が主体となり、ＪＡびほろと共催す

る札幌の女性との交流会、美幌、大空町、津

別町共催で実施するオホーツク３町出会いふ

れあいツアー、美幌みらい農業センター農業

体験実習生との交流など、農業後継者がよき

パートナーと出会うための機会を設け、推進

しているところであります。

こうした農業後継者のパートナー対策は、

地域農業を守り、次世代に継承していくため

極めて重要な取り組みであり、異業種との連

携も図りながら推進してまいりたいと考えて

おります。

結婚支援事業といたしましては、毎年美幌

商工会議所青年部、美幌町農協青年部及び美

幌町農業担い手対策協議会が共催する、素敵

な出会い交流パーティーが開催されており、

多くの方々が参加され、結婚に至ったケース

もあると伺っているところであります。

また、結婚支援事業ではありませんが、若

者一人一人が広告塔になっていただき、美幌

峠の魅力を発信していただくことと、若者が

気軽に集い、交流していただく場の提供など

を目的とした第１回目の美幌峠魅力発信イベ

ントを２０歳から３９歳以下を対象に、こと

しの８月１６日に８５名の参加をいただき開

催し、参加者から好評を得たところでありま

す。

これらのイベントは、人口減少対策や婚活

支援の一つとして有効であると考えますの

で、今後結婚支援事業、あるいは若者が気軽

に集える場の提供について、関係団体等と連

携を図りながら取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、御理解のほどをよろしくお

願いをいたしたいと思います。

次に、敬老会についてでありますが、敬老

会は７５歳以上の高齢者に対し長寿を祝い、

多年にわたり社会の発展に寄与されてきたこ

とに感謝し、かつ多くの皆さんが高齢者福祉

についての関心と理解を深め、さらには高齢

者がみずからの日常生活向上の意欲を高める

ことを目的として開催しております。

対象者及び出席者についても年々増加し、

昨年度は初めてびほーるで開催したこともあ

り、出席者は平成２４年度２,１０１人に比

べ２,３７６名で、出席率も６３.８％から７

０.９％となりました。

毎年、町の主催する敬老会を楽しみにして

いる方も多くおられますが、自治会によって

は独自に敬老会を開催しているところもあ

り、記念品のみを受け取りに来られる方が多

くいるのも事実であります。

町の敬老会のあり方については、町として

の開催は必要であると考えますが、今後の参

加状況や自治会、老人クラブ連合会などの意

見もいただきながら、あるべき姿を検討して

まいりたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） それでは、再質問を

させていただきます。

まず、災害への対策についてでありますけ

れども、一つ目の災害の予防についてであり

ますけれども、東日本大震災の後、国では全

国の各自治体に地域防災計画の見直しを指

示、美幌町では、ことし２月に完成していま

す。現在、全国の自治体では、新たな計画書

をもとに取り組んでいるところであります。

今この手元に、今月１２日の新聞でありま

すけれども、今月１１日未明に道内を襲った
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豪雨について書いてありますけれども、気象

庁が大雨特別警報を出し、札幌市や岩見沢

市、由仁町など、１２市町村で計約９０万人

に避難勧告が発令されております。

国の新しい指針に沿い、自治体では空振り

に終わっても住民の安全を最優先し、避難勧

告を急ぐ運用が広がっているとあります。

この中で、例えば札幌市は、今月に入って

避難勧告の発令基準を改正しております。従

来は、道と札幌管区気象台が土砂災害警戒情

報を発表し、河川の急激な濁りなど、前兆現

象が確認された場合に発令してきましたけれ

ども、土砂災害警戒情報が出れば勧告できる

ように改めたとありまして、市は今回の豪雨

で改正基準を初めて適用したとあります。

そこで、このことに対して、私ちょっと大

きな疑問を感じたわけでありますけれども、

また別の記事で、大雨をめぐる札幌市の動き

と題して、午前１時５５分に札幌管区気象台

が土砂災害警戒情報を発表しております。１

時５５分ですね。そして、その後午前２時３

０分、豊平区で１時間の最大雨量が４３ミリ

を記録していると。その後、午前３時９分、

ここで市が災害対策本部を設置、３時１０分

に初めて最初の土砂災害避難勧告を発令して

いるわけであります。

先ほど避難勧告発令、要するに土砂災害警

戒情報が出れば勧告できるように改めていま

すけれども、１時５５分に避難勧告情報が出

たわけですけれども、その時間でなく、最終

的には３時１０分、１時間１５分も後という

ことでありますけれども、この１時５５分の

時点で、すぐに災害本部を設置すべきではな

いかと私は考えておるわけであります。

その後、２時３０分には雨量４３ミリとい

う記録をしているわけでありますけれども、

この時点で避難をしたら非常に危険である

と。それで、また３時１０分ですと、さらに

危険性が高くなるのではないかと。そしてま

た、今回は早朝の時間帯でもありましたの

で、多くの住民は寝静まっていると。このた

め、避難勧告の周知方法や、勧告を出した後

の避難誘導、さらに暗闇での避難は危険を伴

うおそれもあり、その対応などさまざまな課

題があるということで、これらのことは、我

が町でも想定されることでもありますけれど

も、町長の考えをお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 災害が発生する、あ

るいは予想されたときの対応をどうするかと

いうことだと思います。それに伴って、避難

勧告あるいは避難指示をどうするかと。災害

にはいろいろ大雨であるとか、最近では土砂

災害というようなことで、実はホームページ

うちのやつ見ていただければ、９月１１日に

一部更新をしております。ぜひごらんになっ

ていただきたいなと思います。そこには避難

箇所の地図であるとか、あるいは避難方法だ

とか掲載してありますので、ぜひ一度ごらん

になっていただきたいと思います。

もちろん、災害が発生されるという予想が

出てくれば、避難勧告あるいは避難指示とい

うようなことが出てくると思いますけれど

も、何よりやはり命が最優先ということで、

空振りも恐れずということであります。これ

は伊豆大島でいろいろなことがありました。

災害のとき。そのときに進藤総務大臣が、空

振りも恐れずというようなことで、市町村の

それぞれの避難勧告、避難指示の出し方につ

いて、一定の指針を出すというようなことが

出ておりましたけれども、いずれにしまして

も私が最終的に避難勧告、指示を出すわけで

ありますけれども、地域防災計画によります

と、やはり土砂災害もそうでありますけれど

も、振興局あるいは網走地方気象台の発表で

あるとか、我が町で起きている、その現実が

どういうことが起きているかという、そう

いったことも含めて総合的な判断で避難勧

告、指示を出したり、あるいはさまざまな対

応をとるということであります。

これ誤解を招くような言い方になると思い

ますけれども、誤解なく受けとめていただき

たいということは、やはり我々日ごろから何

かあったらどうやって、どこに避難したらい
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いかということを、やはりもうちょっと真剣

に、今までも真剣にやってきたつもりであり

ますけれども、しっかりやらないと、例えば

行政情報を、今議員おっしゃったように、夜

中であるとか、朝方の早い時間に雨がどっと

降って、さあそのときに避難情報を出して個

別に対応するということは、これ多分物すご

い難しいことだと思いますので、そういった

ときはマスメディアを通じたり、そういうこ

とをしっかりやるということを日ごろからや

はり地域住民の皆さんにお知らせをして、や

はり第一時的には自分で避難勧告指示出ない

場合でも、いろいろな情報を見てみずから避

難するというようなことをぜひとも考えてい

ただきたいし、我々も今後もしっかりとそう

いうことも訴えていくし、災害発生時、発生

した場合は、もう減災に力を注ぐというよう

なことに最善を尽くしたいと、そのように考

えております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 最近の大災害は、本

当に一瞬の判断が大きな人災的被害をもたら

すといいますか、今後町民の安全・安心を守

る観点から、土砂災害危険箇所の再点検、こ

れ先ほどの答弁であったわけですけれども、

ぜひ早目の再点検をお願いしたいと願ってお

ります。

また、自治会連合会による自主防災訓練、

かなり以前から行われておりますけれども、

この自治会連合会による自主防災総合訓練と

自衛隊を含めた関係機関との連携による災害

発生を想定した訓練でありますけれども、こ

の近年の異常気象による大きな大災害を想定

して、そういう想定した訓練を考えてはどう

かと。その内容は、この危機的状況をもと

に、命を守るためには避難をいかに早くする

かと。実践形式の中でタイム、時間を大きな

ポイントにした訓練、こういうのをしてはど

うかと私は考えているわけでありますけれど

も、この点について、町長にお伺いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 訓練自体は平時に

やって、有事に備えるということであります

から、もちろん訓練とはいえども、実際にあ

るだろうということを想定して、訓練を行う

ということが基本だと思っています。

町は、消防署で机上の想定訓練ということ

も町民の皆さんに訴えておりますし、ぜひそ

して一番大きいのは、地域自主防災の取り組

みが一番人の数も、自治会の数も非常に多い

わけですから、これらの充実を我々は側面的

なサポートをぜひしていきたいと。その中で

充実した、本当に実際起こったときに、何を

したらいいか全くわからないと言うよりは、

そういう訓練をすることによって、ああこう

いうことをしなければいけないのだという思

い出しも含めて必要だと思いますので、そう

いった訓練の充実もさまざまなこともやって

おるようでありますから、ぜひ充実を図って

いきたいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 次に、２項目めの質

問に移らせていただきます。

災害時における避難勧告発令時期について

でありますけれども、先ほど答弁の中で、気

象庁の気象警報などをもとに命を守るとあり

ますけれども、近年気象庁の天気予報は的中

率が非常に高くなっております。特に異常気

象の場合は、刻々と変わる気象状況を頻繁に

テレビやラジオで流しております。

１１日未明の道内を襲った豪雨のときに

も、まず自分の命を守ることを考え、安全な

場所に避難してくださいというアナウンサー

が何度も呼びかけているということを目にし

ております。

また、空振りをすることをおそれず避難勧

告等を発令する。本当に、先ほど町長も空振

りをおそれずするということを言っておりま

したけれども、本当に早目に、早目早目で最

悪の状況をなくすためにも、土砂災害警戒情

報が発表された場合、その時点で避難勧告発

令を出してはどうかと考えておるわけであり

ます。命を守ることを最優先に考えて、今町
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長も言っておりました避難勧告等の判断、伝

達マニュアルに基づき総合的に判断するとい

うことで、ぜひしっかりとやっていただきた

いと思っております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 何度も同じ答弁に

なってしまいますけれども、命が最優先とい

うことで、空振りをおそれず、そういう可能

性が発生が予想される、そういったときには

しっかりと対応できるように、日ごろから地

域住民の皆さんの協力もないと、最近ですと

避難勧告、避難指示でも、なかなか避難され

ない方が多いというようなことも聞いており

ますので、まず基本的には自分の命をどう守

るかということを優先的に考えていただい

て、その中でもちろん災害的な弱い方もおら

れますので、そういうところにはしっかり

我々手を差し伸べながら、この町から災害に

よって尊い命失われる、あるいは大きな被災

にならないような、そういった措置はしっか

りと判断を間違わないように、これ空振りを

おそれずと言いますけれども、これ相当の覚

悟がないとだめだと思います。だから揺るぎ

ない信念に基づく覚悟に基づいて、しっかり

と対応してまいりたいと、そのように考えて

おります。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 町のトップとしての

判断、それこそ全町民の命を預かるといいま

すか、本当に最終的な決断をするときは、本

当に慎重に慎重でありますけれども、そこに

はやっぱり命、本当に命は一つしかない。

今回の広島でも、やはり判断といいます

か、やっぱりそういうことで判断基準、そこ

ら辺が一番本当に考えるところでありますけ

れども、やはりそこはもう空振り、それこそ

９９％空振りと思っても、やっぱり出さなけ

ればならないということがあると思っており

ます。

１点目はここで終わらせていただきまし

て、２点目に入ります。

町の人口減少に対する施策の中で、結婚支

援についてでありますけれども、私は一昨年

の６月定例議会では、農業後継者対策におけ

るパートナー対策について、それとまた前回

６月の定例議会では、町の人口減少に対する

施策、この中で独身男女の出会いを全面的に

支援する事業について、熱い思いを語ったと

ころでありますけれども、婚活とか結婚支援

事業の取り組みについては、自治体が取り組

んでいるところがどんどんふえてきておりま

すけれども、その内容についてはさまざまで

あります。やはり取り組む以上は、一人でも

多くのカップルを誕生させるという大きな目

標を掲げることが大事ではないかと。結婚支

援事業では、出会いの場でせっかくカップル

になっても、経験不足のため、交際の進め方

や関係の深め方などに不安があるため、短期

間で別れてしまうことが多いのであります。

男女の出会いの場を設けるだけでなく、出

会った後の手助けが特に大切ではないかと。

言いかえますと、交際術の指南で指導とかア

ドバイス、これこそが行政のきめ細かい支援

ではないかと。

このような取り組みで、愛媛県では６年前

から出会いイベントを１,３００回以上開

き、３００組以上の結婚を成功させておりま

す。愛媛県全体でですからね。このような高

い実績を支えているのは、仲人役のボラン

ティア推進員で、交際が始まるといろいろと

アドバイスしてあげたりして、温かく見守っ

ているということでありますけれども、この

点について、町長の考えをお伺いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 結婚というのは、極

めて微妙なデリケートな問題があると思いま

す。手取り足取りというのもなかなか難しい

話で、ただ行政の役割としては、そういった

場の設定をどうつくるかというとこが我々の

大きな役割ではないかなと思っております。

婚活イベントだとか結婚イベントというと、

ぐっと拒否反応で引く方もおられますし、本

当にこういったことは極めて微妙、デリケー
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トな問題だと思います。ということは、もう

社会の環境が変わってきたということなんだ

ろうと思いますね。

昔は隣のおばさんだとか、親戚のおじさん

おばさんが、こういう良縁があるというよう

なことで、いろいろなことでのお話をいただ

いたと思うのですけれども、最近そういうの

もどうなのでしょうかね。私も、もうそうい

う年ではないのでよくわからないのですけれ

ども、ただ積極的に配偶者を求めるというこ

とは、僕らの時代よりはオープンにやってい

るのではないでしょうかね。だから余り婚活

イベントと言ってしまうと、ぐっと引くとい

う世代なのかもしれませんけれども、いずれ

にしろ場の設定だけは何とか、余り拒否反応

起きないような場の設定も考えていかなけれ

ばいけないのではないかなと、そんなふうに

思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） この結婚事業という

のも、本当に今言われましたけれども、デリ

ケート、本当にまさにそのとおりであるかも

しれませんけれども、これまた本当に町の自

治体の将来にもかかってくるということであ

ります。

数字的なことですけれども、国が昨年秋、

全国１,６００人を対象に行った意識調査で

ありますけれども、若者の未婚、晩婚化の理

由を聞いたところ、女性は独身の自由さや気

楽さを失いたくない、これが半分以上、５５

％を占めていると。男性は経済的に余裕がな

いということで５２％でありますけれども、

男女間に意識の差が出ている。けれども、心

のどこかには結婚願望があると言われており

ます。

私は本当に、婚活とは若者の心を育てるこ

とから始まると先ほど述べましたけれども、

今はネット社会と言われるぐらいインター

ネット、あるいはスマートフォンからあらゆ

る情報が次々と入ってきているわけですけれ

ども、若者のほとんどがこういうのを持って

ますので、さまざまな知識に関しては豊富に

あると思いますけれども、社会観とか人生

観、これをどのように理解しているかである

と思います。人は皆それぞれ人生に目標を

持って生活をしていると思いますけれども、

４０年、５０年先の人生設計、これも大切で

あると考えております。

人生設計で欠かせないのが国、そして自治

体の将来における社会保障制度となりますけ

れども、これもかなりいろいろと問題がある

わけですけれども、とにかく昔と違ってなか

なかこういう、何でも情報が入ってくる、逆

にそういう世話をするというのは難しいとい

う時代になってきておりますけれども、やっ

ぱり若い人が、今言った４０年、５０年後の

こと、誰も考えていないとは言いませんけれ

ども、本当に人口減少社会が進んでいくと本

当に介護、それから高齢化社会、本当に逆に

今の若い人が年をとったときに大変になると

いうことが考えられるわけでありますけれど

も、そこら辺、町長の考え、今本当にいろい

ろ町長からお話しありましたけれども。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １回目の質問のと

き、若者の心を育てることから始まるという

ようなことで、もちろん働く場があったり、

若い人たちがその町に定着して楽しんだり、

将来的に結婚をして子供さんをつくって、家

庭をつくっていくというような、そういう心

をどう育てるかということですけれども、こ

れ行政が余り出っ張っていくと、それこそお

かしな話になるので、ここはやっぱり家庭で

あったり、地域であったり、もちろん行政も

そうなのですけれども、そういうところが力

を合わせてやらない限り、行政だけでやる

と、これおかたいものになって、ほとんど形

にならないのではないかなと思いますので、

若い人が大変だというのは、お年寄りを支え

るというようなことが大変だと言うとする

と、そういった気持ちになること自体も、子

供の心のありようをどう変えていくかという

ことが、むしろ我々が、子供さんが今生活で

きているのは、我々の先輩たちが本当に並々



－ 41 －

ならぬ努力の結果、今我々はこうして生活し

て、生活を楽しんでいたりというようなこと

になると思いますので、若者の心を育てると

いうのは、一部署、一分野だけではなかなか

難しいと思います。総合的な力が必要だと思

います。その中で、それぞれがどういう役割

を果たせるかというのは、地域全体で考えな

ければいけないことだろうと思います。

答えになっているかどうか、ちょっと私も

自信ありませんけれども、答弁にかえさせて

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 今の答弁になってお

ります。

若者と言うより、これから大きくなって社

会に出てという、今の子供たちにも本当に大

きくかかわってくるということでありますけ

れども、やっぱり子供たちが、それこそ子供

たちのためにも、やっぱり親、家庭、そして

また学校、そのほかさまざまな機会を活用し

ながら、この人口減少問題ということ。家庭

を持ち、子育てをする家族関係の意義、家庭

を持ったらいいのだよ、そういう親子関係、

ある程度、生きがいと言ったら変ですけれど

も、そういうのを小学生高学年から、中学生

ぐらいから少しずつわかりやすく話していく

というか、将来のあなた方が年寄りになった

らこういう、結婚してきちっと巣立っていっ

てくれと、そういうことを子供のころからお

話ししたほうがいいのかな。言いかえれば、

道徳教育のような、そんな遠回しの言い方で

すけれども、そういうことも考えてみました

けれども、わかります。そういうことで、こ

の点の質問に関しては終わらせていただきま

す。

３点目でございますけれども、敬老会につ

いてです。

今、美幌町の高齢者もさまざまな運動をす

る機会には大変恵まれております。パークゴ

ルフ、ゲートボール、ミニバレー、ダンス、

ジョギング、しゃきっとプラザの健康器具、

そしてまた水泳等々豊富で、自分の趣味と体

力を合わせながら生き生きと過ごしておりま

す。これこそが美幌町の高齢者が元気で長生

きの秘訣であります。本当にすばらしいこと

であります。

このように体力的に元気な方は、自分自身

に対して高齢者とか、老人というそういう意

識は持たないようにしているのではないかと

感じておりますけれども、この点について、

町長はどのように考えますか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ６５歳以上の人が高

齢者という言い方してますけれども、たしか

東京かどこかの市が、６５歳はまだ若いとい

うような宣言を出したと先日新聞で見たよう

な気もしますけれども、我が町においても、

その前の議員さんのときにちょっとお話しさ

せていただきましたけれども、６５歳以上の

方が６,０００人いて、介護認定を受けてい

るのが１,０００人の方と。残り、じゃあ５,

０００人の方はどうしているかということで

すよね。多分お医者さんにかかったり、あっ

ち痛い、こっち痛いということあるけれど

も、まだまだ手助けが必要でないという６５

歳の方が５,０００人もいるわけですよ。だ

からこのことをしっかり受けとめれば、美幌

町のお年寄りはまだまだ現役を引退せず、若

い世代と手を取り合って、この町のためにま

だまだ出番を我々がつくらなければいけない

立場ですし、居場所と出番とよく言いますけ

れども、教育と教養とかという言葉でもよく

言われますけれども、まだまだ６５歳は高齢

者とは言えないと、私はそう思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 元気で本当に何でも

年を重ねてでも、本当に８０過ぎても病院に

行ったことがないという方、大勢お話を聞い

ておりますけれども、本当にすばらしいこと

であります。

最近自治会活動、この自治会活動というの

は地域とのつながりを深める大きな役割を果

たしておるわけですけれども、答弁にもあり

ましたけれども、最近は自治会単位で敬老事
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業を行っているという地域がどんどんふえて

きております。その内容の幾つかを御紹介し

ますと、記念品を届けるとか触れ合い昼食

会、屋外での焼き肉パーティー、日帰り旅

行、子供と老人との交流、ゲームなどをし

て、これら全て当然該当者全員が対象であり

ますけれども、全員がそろうことはまあな

い、これが実態であります。ただ、この中で

全員に配付されるので不公平でないのは記念

品を届ける。役員数名で７５歳以上の高齢者

宅全員にお伺いして、お祝いの書面もつけて

直接手渡しをすると。これは各自治体によっ

ては、その中身は違ってきますけれども、全

員不公平がないということでいいことである

と思っております。

このほか、敬老会ではないですけれども、

高齢者を対象にした民間のボランティア団体

によるお食事会、毎月１回開催している地域

もあるということで、今簡単に申し上げまし

たけれども、町長お話しすることがあればお

伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 敬老会も人が少なく

なってきているという心配もあります。

もう一つ今心配なのは、慰霊祭のほうも人

が少なくなってきているというのが現実で、

この二つがちょっと心配なのですけれども、

ただこの二つだけは、最後の一人の出席者あ

るまで、やはり行政で僕はやるべきだと思っ

て、極端な話をさせていただくとですよ、そ

れぐらいまでやる、そういったことが必要で

はないか。それは何かというと、やはり先人

に対する敬意と感謝の気持ちをどうあらわす

かということだと思います。

それで、今自治会でいろいろ触れ合いの昼

食会だとか、日帰り旅行だとかいろいろやっ

ていただいております。一堂に会するのが難

しいとすると、やはり自治会単位が一番理想

だと思いますけれども、自治会単位でいろい

ろ老人に対する敬意のあらわし方をやってい

ただくというのがいいのではないかなと思い

ます。だから全体集まるものについては、町

でやるというようなことをしっかり決めて、

そのほかについては自治会で取り組んでいた

だくとかという方法もいろいろな検討事項が

あると思います。

あと、イベントといいますか、ステージ、

アトラクションのやり方もまだまだ検討の余

地があると思いますので、さらなる検討をし

ていって、多くの方が、３,０００人来られ

るとびほーるが多分入れないので無理な話な

のですけれども、多くの方が来ていただくよ

うな方法を検討してまいりたいと、そのよう

に考えております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 慰霊祭は、これ年を

重ねていくということで、やっぱりこれもそ

んな人間２００も３００も生きられないの

で、これはもう減っていくというのはいたし

方ないと。逆に、敬老会は年をとるごとに元

気になる人もいるのですよ。私はどちらかと

いえば、昔は体が弱かった。おかげさんで今

健康で、こうやって一般質問をさせていただ

いていますけれども、今町長から心強い発言

をいただきました。最後の一人になっても敬

老会はすると。自治会ではそういう、やっぱ

り各自治会は細かいそういうサービスが行き

届きますので、そしてまた町は町でそういう

責任がありますので、ぜひ続けていっていた

だきたい。ただ、そういう式典でのイベント

なんかでは参加者が少ないということであり

ますけれども、そこら辺は、この機会に自治

会、そしてまた老人クラブ連合会等の意見、

これなんかも十分にお聞きして、さらに７５

歳以上の方々に対してアンケート調査、まだ

ずっと続けていきたいのだけれども何かいい

方法ないかとか、そういうあらゆる観点から

の調査をしていはいかがかなと考えておりま

すけれども、どうでしょう。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ちょっと先ほどの答

弁で誇張がありまして、一人になってもとい

うのはちょっと訂正させていただきます。少

人数でも、やはりやらなければいけないこと
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はしっかりやっていきたいと思っておりま

す。貴重な御意見として伺い、アンケート調

査のことも、どうできるかちょっとわかりま

せんけれども、前向きな提言として受けとめ

させていただきたい、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 以上で、私の一般質

問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１番新鞍峯

雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。再開を３時半といたし

ます。

午後 ３時１９分 休憩

────────────────

午後 ３時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） もはや４時近くにな

りましたが、吉住議員の一般質問の６０分が

終わるまで、あらかじめ会議の時間の延長を

したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

─────────────────────

◎会議時間延長の宣告

○議長（古舘繁夫君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定しまし

た。

─────────────────────

◎日程第４ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君）〔登壇〕 質問をさ

せていただきます。

秋祭りも終わり、山々が紅葉で色づく季節

が近づいてまいりました。早いところでは、

来月の末には初雪が降り始めます。四季の移

ろいには驚嘆と感動をするところですが、本

年度の冬期間の道路管理についてお尋ねいた

します。

降雪時の車道・歩道（特に通園及び通学

路）の除雪・排雪体制をどのように考えてい

るのか、お示しいただきたい。

項目の二つ目であります。さきの６月定例

会において大江議員の一般質問、美幌町の将

来人口急減推計についての答弁をお聞きして

いて、私なりに美幌町人口減少対策につい

て、知恵を出さなければと思い、次の事項、

一つ目、ゼロ歳児保育を町の責務としては。

二つ目、小中学生の熟知度に合わせた学習支

援を日常的に行ってはを提案いたしますで、

町長、教育委員長のお考えをお聞かせ願いた

い。

大きい項目の三つ目、パークゴルフ場の建

設に向けて、今後の構想に、基本設計の必要

性を強く答弁・説明されていたのにもかかわ

らず、６月に認められたパークゴルフ場の基

本設計委託費がいまだ発注されていないのは

何かわけがあるのか。６月からの経緯を含め

てお聞かせ願いたい。

特定目的の基金（パークゴルフ、室内ゲー

トボール関係）を設立後、毎年積み立ててい

るのに２６年度は積み立てしないのか。お考

えを示されたい。

室内ゲーボール場建設は町長公約の一つで

あります。町長の任期は限りがあることか

ら、室内ゲーボール場建設はどうされるの

か。明確にしていただきたい。

大きい項目の四つ目です。

町長職は対外的にも交渉事とか陳情を含め

て激務であると承知しているところでありま

す。２期目の４年目ですので、その足跡の一

端として、網走管内以外の町長（代理を含

む）出張の内容と日数及び成果を過去３年間

分お示し願いたい。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 吉住議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。
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人口減少対策についての熟知度学習支援に

ついては、後ほど教育委員会のほうから答弁

をさせていただきたいと思います。

初めに、道路管理について、降雪時の車

道・歩道の除雪・排雪体制をどのように考え

ているのかということであります。

初めに、除雪体制についてですが、現在の

一斉除雪体制につきましては、市街地の１１

地区を町直営と委託事業者が実施し、農村地

区においては、町直営のほか６地区の農村除

雪部会により実施しております。このほか、

市街地への各自治会単位においては、除雪困

難な高齢者世帯等への除雪支援のため、たす

けあいチームに対し、町から除雪機の無償貸

与を１３自治会に行い、地域の協力をいただ

き実施しており、さらに間口除雪として、除

雪困難な世帯を対象に道路除雪の際に発生す

る置き雪の除雪を町が直営で実施しておりま

す。

また、排雪については、町直営と委託事業

者において、主に交差点における危険回避、

歩行者や車両の安全な通行確保などのため、

天候や堆積状況を勘案しながら効果的に実施

しております。

今後におきましても、通勤・通学・集乳に

支障を来さないよう、早期除雪による交通確

保及びきめ細やかな除雪等を地域と一体と

なって、子供から高齢者まで安全で安心な冬

の生活ができるよう、より充実した体制を図

りながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、人口減少対策について。

ゼロ歳児保育を町の責務としてはについて

でありますが、美幌町の保育は保護者の労働

または疾病などの事由により、その監護すべ

き幼児が保育に欠ける場合において、児童福

祉法第２４条の規定により、二つの常設保育

園は１歳児から５歳児までを、一つの季節保

育所では３歳児から５歳児まで、三つの僻地

保育所では２歳児から５歳児までの計６カ所

で実施しております。

ゼロ歳児保育については、児童福祉法第４

５条第１項に基づく児童福祉施設最低基準の

保育年齢が順次拡大され、平成１０年度には

保育士配置基準の見直しにより、全保育所に

おいて可能となったところであります。

美幌町では、常設保育園施設の増改築を実

施し、平成１２年１０月より１歳児保育をス

タートさせましたが、ゼロ歳児対策のための

施設の増築は厳しい財政環境下では困難なこ

とから、民間事業者への乳幼児保育を目的と

した公共施設の無償貸与等を検討していたと

ころ、ゼロ歳から２歳児の低年齢児を中心と

した保育サービスを実施する民間事業者の申

し出により、町は公共施設の無償貸与を締結

し、現在民間の認可外保育所がゼロ歳児保育

を実施している状況となっております。

お尋ねの人口減対策としてのゼロ歳児保育

を町の責務としてはでありますが、町がゼロ

歳児保育を実施していないため、民間保育所

に預けた場合の保育料が町の保育園で預かっ

た保育料を上回った場合、保護者に対して、

その差額を補助していることもあり、当然保

育は町の責務と考えておりますが、その手法

については、今後とも考えてまいりたいと思

います。

ゼロ歳児保育に限らず、子育て支援は幅広

く行政だけではなく、民間保育事業者や民間

関連施設、地域の見守りボランティアの方々

など、地域全体で支えていくことが肝要であ

り、少子高齢化を迎え、民間事業者などと連

携を図ることで、安心して子育てができる環

境整備の充実を進めることが人口減少対策の

一つと考えておりますので、御理解をお願い

をいたしたいと思います。

次に、町長の政治姿勢についてであります

が、まず１点目の御質問であります。基本設

計委託の発注に当たって、町の基本方針とし

て整備計画区域を設定する必要があると判断

し、検討・協議に時間を要したところであ

り、最大で８カ月の期間を考えていました

が、年度内の基本設計策定に向け、９月２５

日に業務委託の入札を予定しているところで

あります。
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２点目でありますが、基金は当初より用地

購入費も予定し、現在まで約２億円を積み立

てしましたが、河畔公園に用地を決定したた

め購入費が不要となり、今後整備に必要な費

用が未定のため、２６年度は積み立てを予定

しておりません。

３点目でありますが、室内ゲートボール場

建設につきましても、パークゴルフ場整備と

同様、さまざまな手法により、残る任期中に

全力を挙げてしっかり取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、町長出張についてですが、過去３年

分の出張の内容と日数でありますが、平成２

３年度につきましては、陳情・要望で２４

日、会議で２７日、行事・研修への参加で３

３日、業務打ち合わせで７日、合計で９１日

となっております。

平成２４年度につきましては、陳情・要望

で３５日、会議で２７日、行事・研修への参

加で４７日、業務打ち合わせで４日、合計で

１１３日となっております。

平成２５年度につきましては、陳情・要望

で３１日、会議で２１日、行事・研修への参

加で４４日、業務打ち合わせで６日、合計で

１０２日となっております。

成果の一例としましては、平成２５年末に

閣議決定された防衛計画の大綱への要望事項

が反映されたこと、防衛施設周辺整備事業の

事業採択、美幌峠牧場施設利用に係るワタミ

ファームとの契約締結、国保病院の医師確

保、不採算地区病院特別交付税措置の経過措

置、過疎地域の指定など、各種事業の遂行に

寄与できたと考えております。

また、出張により得た情報につきまして

も、情報共有を図るとともに、関係部局に対

し業務推進のための指示を行っているところ

であります。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 吉住議員

の御質問に答弁いたします。

小中学生の熟知度に合わせた学習支援を日

常的に行ってはですが、今後も人口減少、少

子化が進む中にあって、地域を維持するため

に、地域の子供は地域で育てるとの観点から

も、義務教育はますます重要性を増してお

り、熟知度に応じたきめ細かな学習は大変重

要であると認識しております。

今年度の学級編成におきましては、小中学

校に５名の教職員が指導方法工夫改善加配と

して配置されており、算数、数学、英語の教

科でティーム・ティーチングや少人数による

指導方法の工夫改善を図るとともに、習熟度

別指導を効果的に取り入れながら、個に応じ

た指導の充実を図ることで、基礎的・基本的

な知識や技能の習得に力を入れております。

また、小学校においては、３５人以下をめ

どとした少人数学級を全学年で実施するた

め、２名の教員を町単独で配置し、教員が児

童一人一人と向き合う時間をより多く確保

し、きめ細かな学習環境を整えるよう努めて

おります。

さらに、放課後や長期休業期間中の補充学

習を実施する一方で、全ての児童生徒が学習

内容を確実に身につけることができるよう

に、保護者との連携を深めながら家庭学習の

重要性を説明し、習慣化を図るため啓発活動

にも取り組んでおります。

教育委員会といたしましては、今後も少人

数指導の充実を図るため、北海道教育委員会

に教職員定数の加配要望を継続するととも

に、これまでの取り組みの充実に努めてまい

ります。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １項目の道路管理

についてであります。町長ばかりでなくて、

現場担当している建設部もよく聞いておいて

ください。

答弁、何不自由のない答弁だと思うのです

が、毎回同じ答弁だと思っています。ただ、
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私もたまに雪降るとき、建設部、夜遅くも朝

早くもお邪魔することがあります。毎度電話

が町民からかかってきます。中には、職員さ

んが電話に向かって頭を下げている。涙ぐま

しい対応をとられている。その多くの苦言と

いうのは、置き雪です。除雪は通っていった

けれども、「夜中に俺の玄関口、あんな重た

い雪を置いていきやがって」というような電

話の内容が主かなと思っているのが、まず１

点。

この対応という意味では、行政側も、もう

少し工夫されたらどうだ、こんな思いがあり

ます。大型建設機械、除雪に関して言えばで

すよ。細々がやっぱりできないこともありま

す。時間かければ別ですよ。極端な言い方、

一晩で道をあけなくていいというのだった

ら、大型機械でも丁寧にやれば別ですけれど

も、大型機械は大型機械なりの能力を発揮す

るためには、まずばっと走らせること。これ

はもう私が言わなくても、建設部は十分知っ

ていること。

では、奥行きの問題をどうしたらいいか、

私だったら、ミニショベルというのがあるの

ですよ。小回りのきく、大型ショベルが通過

した後、ミニショベルがついて歩けば、間口

と言っても、一遍に１０メーターも２０メー

ターもないんですよ。たった、あえて言えば

ですよ、私の目見当で申しわけないけれど

も、１間か２間の幅、バケット、すっとおろ

して１回押してやれば、あの重たい雪も十分

どけられる。

私が言いたいのは、もう何十年となくこう

いう苦言も含めた中、工夫されたらいいので

ないかということをまず１点お聞きしたい。

次に二つ目です。通学路、保育園、やっぱ

り小さい子供、親御さんですよ。親の思いも

あって、車に乗って幼稚園、保育園連れてき

ます。中学生も高校生も、気のきいた親だっ

たら乗せてくるのですよ、通勤前に。ところ

が、ちょっと間口という表現を使わさせても

らいますけれども、車をちょっとの間、子供

がおりる時間のための、何というのでしょう

か、もう少し広く、というのは大型車両では

ねたぐらいでは、多くの場面交差できないの

ですね。そうしたら、せめて学校の校門だと

か幼稚園の園門というの、言葉をかりて言え

ば、入り口のところを個々の住宅の１間や２

間でなくて、思い切って１０メーターぐら

い、大型車両ですから、びゅんと押してやれ

ば、１カ所当たり時間計算しても、全体入れ

てもですよ、学校といったって数知れていま

す。保育園、幼稚園といったって、私は苦に

なく工夫すればできるのではないかというこ

とだけ、この２点だけ御指摘いただきたいも

のであるところです。特に現場を担当してい

る、町長さんは現場を信頼して任せているわ

けですから、建設部に、そこら辺意気込みを

聞いておきたい。部長、どうですか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １回目に答弁させて

いただいたように、我が町は農村部、今６部

会を地域にお任せして地域でやっていただい

ている。その分を、高齢化社会に合った、こ

のまち場のもうちょっと細やかな除雪をした

いという思いで今取り組みをしているところ

であります。

それと、除雪体制については、いつも委託

業者の皆さんにも、除雪始まる前に打ち合わ

せ会議をやっております。そこでは、いろい

ろなことは我々の要望も出しております。そ

れをしっかり守っていただければ、余り混乱

なく除雪体制とれると思いますので、今後も

しっかりと委託業者の皆さんにもお話をさせ

ていただきたい、そのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 除雪始まる前、業

者というお話を町長みずからおっしゃられま

したので、あえて申し上げます。

私は、今一つの方法論を唱えさせていただ

きました。除雪は何センチぐらいでめどで

やってくれとか、そういうことはもちろん毎

年やっていることだから承知しているところ
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が多いと思います。でも、ミニショベルを出

動させたらどうだということは、これは打ち

合わせの中にはない。業者というのは、大型

車両の中で、そのことも含めて知恵をお互い

に絞りませんかということを私は言いたかっ

たことでありますし、また二つ目の、このこ

とに関して二つ目の答弁いただいてません

が、ちょっと間口、子供さんがおりるスペー

スをつくるぐらいの工夫もしたってよろしい

のではないかというお尋ねですので、そこら

辺、意を酌んでいただきたい。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 引き続き、本当に高

齢化社会になってきた、この雪降る町の除雪

体制については、今御提案あったことを含め

て、ほかのこともいろいろあると思いますの

で、十分検討してまいりたいと思います。

学校のほうについては、担当部長のほうか

ら答弁をさせていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） ただいまの

お尋ねでございますけれども、校門、園路付

近は１０メートルぐらい押すことによってス

ムーズにということで、少しの工夫すること

によって細やかな除雪につながるという御指

摘でございますけれども、まず学校につきま

しては、実施している状況であります。

また、保育園等につきましては、現場の状

況等を見ながら、また、先ほど町長のほうか

らもお話しありましたように、除雪シーズン

前に各業者さん等との打ち合わせ会議をやり

ますので、その中で十分協議して、本当に安

全・安心な除雪につながるように進めていき

たいと思います。

以上、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） よろしくお願いい

たします。

次に変わります。二つ目の項目です。

先ほど新鞍議員が人口減少対策という話の

中で、自分の人口対策、減少ですよ、という

思いで、観点は私と違いますが、よく議員と

して気がついて質問されているなと感心する

ところであります。

私の観点というのは、先ほど１回目にしま

したようにゼロ歳児保育、今この美幌町に住

んでいる年配の方、若者の方も、対応という

意味では、それなりに大切なことであります

けれども、将来若い世代、例えばゼロ歳児を

抱えている若夫婦に対する対応だって視野に

入れるべきではないかという私の発想であり

ます。

答弁書、書かれていました。ただ私が責務

としてはと言うのは、例えばほかの町挙げれ

ば挙げれるのですけれども、実際それをう

たって、まちづくりというのをうたってなが

ら、結果として人口増になった町も実感とし

て尋ねてまいりました。とらえてきました。

そういう意味で、私はこう思っているのです

よ。本来はまちづくりの要点の一つとして経

済的なもの、経済対策と言うよりも、どうし

ても生活できる町か、それは収入という観点

ですよ。誤解なく。今これを議論するつもり

はありませんが、結果として、人がいなけれ

ば全体的なお金は、それは公のお金なのか、

個人のお金かは別として、動かなければ人と

いうのは寄ってこないというのが私の持論と

してあります。

そういう中で、ゼロ歳児そのものが美幌町

に住もうといったって、簡単に言えば赤ちゃ

んですから、現実問題としては、夫婦プラ

ス、最低限ですよ、ゼロ歳児は存在するのか

な、こんな思いがあります。

しからば、美幌町は交付税をいただいてお

ります。交付税の計算式の中には、人口一人

当たりという分野があったととらえていま

す。例えばゼロ歳児含めて、夫婦２人いれば

３人、大ざっぱに言えば、人口１人当たり、

総務部長、大きい範囲内で間違っていれば御

指摘いただきたいが、私の計算では約１７万

ぐらい該当するのかな。１人当たりですよ、

赤ちゃんも含めて。ゼロ歳児含めて３人いた

ら、簡単に言えば、大ざっぱに言えば５０万
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入るのかなという気もする。そうしたらいる

だけで、５０万のうち、何がしの分という意

味で、ゼロ歳児保育を責務にしたらいいので

はないかと思うところがあるのが１点。

次、二つ目、美幌町は１歳児云々を預かっ

ている事実は承知してます。でも、職員のカ

ウントという意味では、民間と行政の町民が

受けとめている感覚が全然違います。例え

ば、一例ですけれども給食費、あれは材料費

としての給食費はもらっているけれども、私

は俗に言う賄うための人件費は、行政が当然

すべきものとしての人件費の入っていない、

材料費だけの僕は給食費、これはいい悪いを

言っているのでないのですよ、誤解なく。そ

ういう観点からいったら、美幌町がやってい

る保育園、保育所、これも似たようなところ

があるのではないか。直営の場合はですよ、

職員の給料費を、大きい意味ではカウントし

ていない。その中で、国の基準もあります。

親の所得に応じてという、でも行政がおやり

になっていることと、民間は人件費含めての

話に持っていかなければ、経営が成り立ちま

せん。

例えば、ゼロ歳児保育するのには、民生部

長、間違っていたら教えてください。３名に

対して、職員１名の配置です。全体的に言え

ば、さらに直接カウントできるかどうかは

ちょっと別として、介護士がいなさいとかと

いう条件だってあると思います。そういう中

で、役場職員だったら、民間感覚で言えば事

業主負担入れたら５５０万円、職員給料でな

いですよ。人件費、民間で言う人件費です

よ。事業主負担入れたら軽く５５０万円ぐら

い、年齢にもよるけれども、平均したらか

かっているのだろうなと。

例えば、ゼロ歳児３人の基準がありますか

ら、３で割り返したら人件費は、大ざっぱに

言えば１７０万から１８０万円、それを保育

料で行政はカウントし切れない。というのは

１７０から１８０万円かかれば、１２カ月で

割り返せば１カ月人件費だけでも１５万円と

思うところがあります。

そういう観点からいったら、私は今回子育

て支援と言うよりも、その部分も確かにある

けれども、もろもろ述べさせた経緯の中で、

まず人がいること、経済活動を高めること、

これが人口減少の歯どめになるのではないか

と私は思うところです。そういう観点で再度

お聞きしたいなと思いますので、答弁よろし

くお願いたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 質問の趣旨がよく理

解できないので、間違った答弁であれば、ま

た質問していただきたいと思いますけれど

も。

この前の議員さんの一般質問でもお話しし

ましたけれども、福祉にしろ、社会保障の分

野においても、ＮＰＯであるとか民間の力を

かりてこれから運営しなければ、町が立ち行

かないというような状況がありますので、ま

してＮＰＯですから、志持って、高い志のも

とに運営をスタートさせたと思います。我々

責務だから、その官民の格差の部分を何とか

埋めようという、その補助制度にしても、こ

れは我々の責務だということで措置をしてい

るということであります。

それから、交付税の人口のことをおっしゃ

いましたけれども、最近の交付税ちょっと変

わったの御存じですか。変わっているので

す。昔はそれぞれの単位費用の項目の中に、

人口というのがべたべたと張りつけあったの

ですけれども、最近そういう交付税の算定は

いたしておりません。一部残ってますけれど

も。

それで、普通交付税があれば、それぞれに

予算措置すればいいということの意味のよう

にとらえましたけれども、普通交付税は要す

るに町何に使ってもいいですよと。それ言う

と、教育費もどんと行かなければいけない。

道路費も、道路費なんか積算根拠としては物

すごいです。延長と面積ですから。ですから

そういう状況で交付税は我々はとらえており

ませんので、その辺の理解をまずしていただ

きたい、そのように思います。
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それともう一つ、私どもはいつもこの場面

でも言っておりますけれども、地域に任せて

ほしいということです。子育ての問題も、少

子化の対策も。（「国に対してね」という声

あり）もちろん国に対してですよ。

それで、今ひと・まち・しごと創成を今来

年からアベノミクスはローカルミクスでやろ

うとしておりますので、そういった動向も

しっかりとらまえて、少子化対策に取り組ん

でまいりたい。

ゼロ歳児だけが全てではないと思いますけ

れども、今まさにＮＰＯで立ち上がってきて

おりますので、大いに期待したいし、その他

のことも幅広くやりたいと。そのためには

ローカルミクスをしっかりと見きわめていき

たいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私は改めて、人口

減に対して、私なりの意見を述べさせていた

だくという提案でございます。これも、今町

長が答弁なさったこと、そのとおりだという

ことも私は受けとめたいなと。ただ、今後本

当に知恵を絞っていかなければ、この町す

ら、私は大江さんの実は、前回の議事録持っ

てます。こういう人口減についておっしゃら

れているのですね。人口減は、美幌ばかりで

はないと。ほかの市町村も含めて行われてい

ると。そういう観点から、将来において減っ

たとしても、北海道、管内だという意味なの

ですけれども、全道で五、六番の位置に位置

するのでないかという答弁をしています。た

だ、それがいい悪いを言うのでなくて、私は

総体的な位置づけでなくて、美幌町の人口そ

のものという位置づけで、できたら展開した

いなと思っているところです。これは今後、

私も研究を重ねなければいけないということ

で、次の学習支援のほうに話を変えさせてい

ただきます。

昨今、文部大臣、全国学力テスト公表等も

含めて、北海道も何町村か発表するのですよ

ね。ただ、私は美幌町における学力評価とい

うのは、まだ私個人としては皆さんからも情

報をいただいておりませんし、まだ公表な

かったなという記憶ですけれども、公表があ

ろうとなかろうと、私は人口減という立場

で、対応という意味ですよ、実は教育委員会

が冬休み、夏休み通して現実やっているので

すね。現実やっている。そこで私のポイント

は、日常的にやったらどうだという質問であ

ります。

私も人の子の親であります。学校そのもの

のあり方云々という議論の前に、大つかみで

少なくとも義務教育、親として十分理解して

ほしいというのが本音のところです。

それで、冬休みは別として、近々の過去の

話です。夏休み、熟知度程度に合わせて、正

式なクラスという意味ではないのですけれど

も、分けて学習支援を行った。これはすばら

しいことだと思うのですよ。だけれども、人

にはそれぞれのスピード感、熟知する能力の

スピード感です。違います。しからば、これ

は日常的にやったら、別な意味の親御さんの

気持ちをとらえるのではないか。

これもまた他の町村の話で申しわけない

が、それを打ち出してやっている町もあっ

て、人口減の食いとめになっているというの

をＮＨＫのドキュメンタリーでやっているの

を見させていただきました。これはテレビの

受け売りで申しわけないのだけれども、それ

では日常的にどうやって学習支援をしたらい

いか、ここなんですよ。

私は、小学校、中学校、能力的には教えら

れる。教員免許なくてもですよ、例えば時間

をもてあましている人という言い方は失礼な

言い方だけれども、協力していいよという人

がいらっしゃるならば、そういうことの支援

を受けながら、子供の程度に合わせた最低限

の義務教育の理解度を高める。本来は学校の

役割だと私は思っているのですけれども、先

生だって勤務時間がある。３５人程度の生徒

さんを抱えている。それは２名体制の教員だ

としても、結果的には能力の差というのはお

のずと出てくる。
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例えばその能力の熟知度の程度が１年も２

年もおくれたら取り返しがつかない。例えば

１年生のときに小学校の足し算もできない子

が中学校に入る。苦痛ですよ。それならば、

早目早目に最低限の達してない子に学習支援

をするのも、一つの人を呼び集める。呼び集

めるというのは失礼ですね。魅力を持たせ

る。まちづくりという意味で、教育長、そう

いう観点でお聞きしたいけれども、どうお考

えかお聞きしたい。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、吉住議員のほ

うからいろいろ御提案があったことに対して

は、私としては全然異存はございません。本

来義務教育の中心となるのは、学校教育、学

校であるというような部分については当然の

ことでありますけれども、なかなか何でもか

んでも学校というのは難しい状況、その中で

学校と家庭と、今おっしゃられたのは地域だ

と思います。私はこのごろ、教育委員会とし

てはやはりきちんと行政がという、行政とい

うのは学校の中と関係する部分だから一つと

いう見方ありますけれども、このごろ言わさ

せてもらっているのは、４者でという部分で

お話をさせていただいています。

そして答弁の中にも書いてございますけれ

ども、本当に地域の子供は地域で育てるとい

うふうに考えたときに、今いろいろおっ

しゃった中でいけば、その子供たちのこれか

ら生きていくための最低限度の学力をどうす

るかといったら、もう学校だけでは成り立た

ない。そうなると、家庭でもなかなかそこま

で行かない。やはり地域で、一つの手法とし

ては、十分検討に値する御発言だというふう

に理解しております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 教育長、答弁をお

聞きして、それこそ私の言わんとすることを

熟知されているなと感謝申し上げたい。

現実、冬休み、夏休みも含めて、そういう

対応をとっているから、改めて申し上げるけ

れども、日常的という意味で構築願いたいと

いうことを申し述べて、次の三つ目の項目に

移ります。

町長、パークゴルフの関係です。申しわけ

ない。

ただ、私はこの一般質問に対する答弁、答

弁になってないと思うのですよ。私は、３項

目の一つ目、６月に認められたパークゴルフ

場の基本設計委託費が、いまだ発注されてい

ないのは何かわけがあるのか、６月からの経

緯を含めてお聞かせ願いたいと、まず一発目

聞いているのですね。答弁は、９月２５日に

発注しますから、そして整備計画区域を設定

する必要があると判断し、検討・協議して時

間をかけてきました。３項目目の一つ目の答

えなんですよ。

それから続けて２点目、３点目にふっつい

ていくのですが、これ町長私の聞き方が、１

回目の聞き方が悪いとすれば、改めて、今ま

でどうされてきたのか。

実は、ここに６月定例会の町長の答弁の議

事録があります。これ議事録ですから、皆さ

んもコピーすれば手に入るかと思いますが、

こうおっしゃられています。途中から言いま

すから、申しわけない。

言います。「予算審議の中で、また、パー

クゴルフ場の基本計画の予算のときに議論が

あるかと思うけれども、私はあそこに南側の

小谷沢川から流れる川があります。そこから

下流部分の河畔公園を含むところの基本計画

を考えて、今回予算を提案させていただきま

した。その中に、例えば航空公園と呼ばれる

中に滑走路があります。それを取り込むのか

取り込まないのか、どういう配置ができるの

かも含めて、基本計画の中で絵をつくってい

ただく、それに基づいて町民の皆さん含め

て、利用者の皆さん含めてやるということで

すから、今私は町長になってからも、一度も

スカイスポーツの旗をおろすということを発

言したこともありません。むしろ、私は職員

時代に、スカイスポーツの今の振興計画に基

づく予算を計上して、議会で否決されたこと
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もあります。それ以来、スカイスポーツは

トーンダウンしてはいますけれども、ラジコ

ンを飛ばす、その中でもやはりいつかはそう

いう時代がまた来るだろうという思いがあ

り、だから今そのやめるやめないという話で

はなく、今どういうコース取りができるかと

いう基本計画に任せたいと、まずそう思って

います」という答弁だった。私はこれを真摯

に受けとめたい。

この意を私なりに解釈したら、６月の基本

設計、私の言葉ですよ。予算書には、臨時議

会のときの予算書１５９ページかな、実施設

計委託料となってますけれどもね、私のとら

え方は、多少違ったとしても、予算書にう

たってありますから、１５９ページ見ていた

だければ、そちらがつくった予算書ですから

間違いないと思うのですが、私はこの言葉を

聞いて、基本設計にも起立採決の中で賛同さ

せていただきました。その大きい意味のとら

え方は、基本設計をしなければ、今後の議論

ができないでしょうという私の受けとめ方な

のですよ。

この３カ月間、もったいないことをされて

いるのではないかという趣旨があるものです

から、まずは書かせてくれと。滑走路があ

る、それを取り込むのか取り込まないのかも

含めて、そういうことも含めて検討したいか

らというお話だったものだから、あえて６月

から９月の経緯、改めてお聞かせ願いたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） まず私のほうか

ら、今御指摘のあったおくれた点ということ

でございますが、そのことについてお答えを

させてもらいたいと思います。

答えとしては、１回目の答弁の中でも、町

の基本方針として、整備計画区域を設定する

必要があると判断し、検討・協議に時間を要

したというのが主な理由でございます。

基本計画をつくるということで予算を上程

して、その御審議をいただいて可決をしたと

ころであります。基本計画をもとに、エリア

を固めていきたいという思いで計上したわけ

でありますが、これは９月の２５日に入札予

定でありますけれども、業者が決まった段階

で、具体的なエリアも今後詰めていく、ホー

ル数も詰める、導入アクセス部分をどうする

かもいろいろな検討をして決めなければなら

ないことがたくさんございまして、それらの

中で航空公園も入れて設計をするというとこ

ろが、果たしてどうなのかというところで時

間をかけていたというのが実態でございま

す。

今回発注するに当たっては、もちろんその

エリアも入れて発注をしなければならないと

いう思いで、一定の方向づけをして取り組も

うと。ただし、それはコンクリートかと言う

と、決してそうではございません。それらを

含め、それをベースにエリアあるいはアクセ

ス、それからホール数、それらもろもろを年

度内に固めていきたいと。そして次の年に実

施設計等々の取り組みをしていくということ

でございますので、御理解をいただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 困りました。私は

６月定例会の質問、基本設計に当たって、こ

ういう話をさせていただきました。図面屋

は、何をもとにして図面を引くかというと、

発注者側の意向をとらえて、勝手に書けない

でしょう、そこら辺どうなんですか、意向が

先でしょう、プランが先でしょう、これ私の

まさしく今副町長が答えた、私の思いとして

はですよ、私の思いとしては、そうしたら私

の一般質問のときは別として、私の言ったと

おりになったとすれば、私はもうにこにこに

こにこでね、ああ理解していただいたなとい

うことも感じ取れる。ただ言いたいのは、９

月２５日、１回目の質問ですぱっとそういう

ことを言っていただけると、こんなくどいこ

とをお聞きしなくても、気持ちよく今夜これ

終われば飲めるのですよ。ただ、ここにも書

いてあるように、これ町長答弁です。まず、
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つくらせてくれと。そうしないとスカイス

ポーツの旗をおろしたわけではないですよま

で言っておられているのだから、それのもと

となる基本設計をさっさとやってですよ、そ

のとおり、もう図面あるの、あるわけない

の。だったらさっさとおやりになって、方針

を固められたらどうですかということなんで

すよ。

私も時間ないから、そういう意味で、僕は

この３カ月間、もう一つ、あえて副町長に、

今の答弁代表してされましたので、関係諸団

体とも、その諸団体っていろいろあります

よ。ぶり返すつもりではなけれども、滑走路

絡みの団体、今回パークをつくっていただけ

る団体と言ったらおかしいけれども、パーク

を利用する団体との、そこら辺の経緯、もし

あったら参考のため、そしてどういう話を相

談項目としてされたかを、支障がなければ小

さい声で漏らしていただきたいと思うが、い

かがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） まず、基本計画が

固まってないという段階でございますので、

公式と言うよりも非公式な打ち合わせみたい

な形でのお互いの、関係団体と言うよりも、

関係者の中の方とのやりとりというのは、こ

れはもちろんございます。それはまさに非公

式でもあり、お互いの情報交換的なものもあ

りますし、それら全く抜きに、これらの大き

な問題詰めていくというのは問題がございま

すので、それらの今お尋ねのあったことにつ

いては、ある程度のところはしているところ

でございますけれども、特にスカイスポーツ

関係、これまでも６月議会でもいろいろと議

員の皆さんからも御意見いただきました。や

はり私どもにとっても大変大きな問題である

ということで受けとめておりますし、これら

を、場合によったらそのエリアに含ませてい

く場合も当然考えられますし、現段階では非

常にその辺が微妙なところでありますので、

こちらのほうも、そのことについては時間を

かけながら御理解をいただくように進めてい

きたいということでございますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私は、交渉事とい

う言葉を使って申しわけないけれどもね、相

談ではなくて、今回行政側が、誤解なく、ス

カイスポーツの振興を私が継続せとか言うつ

もりはないのですよ。何も人の気持ちもわ

かっちゃいないな。

交通整理は、しっかりと行政が示すべきで

あって、その団体の責務で処理するものでは

ないというのが私の議論展開なのですよ。そ

のためには、方針というものがしっかり定め

る、そのための基本設計だと思っていますか

ら、いたずらに、私のとらえ方だから、時間

をかけて、実は議事録残ってますから、大原

議員が基本計画についてお聞きしているので

すね。何で８カ月もかかるのよって、予算計

上のとき、提案のとき。議事録残ってますか

ら間違いないです。何で８カ月かかるのよっ

て、多くの議員そう思っているかもしれませ

んよ。もう雪降るのですよ。さっさとね、も

う専決処分で、予算認めているから専決とい

うことにならないだろうけれども、２４日と

待たず、議論展開に必要な基本設計はするも

のはする。その中でしっかり方針を固めて方

向づけをし、もろもろの諸問題をクリアして

いくべきだと、私は前から言っているつもり

なんですよ。そのためには、あやふやな言葉

を使ってはいけないな。別にでたらめと言っ

ているのではないですよ。そこら辺、聞き

取っておいてください。

時間がありません。３項目の二つ目、特目

のこれは基金です。なぜ積み立てないか。こ

の答弁も冷たい。あそこでつくったとしてで

すよ、用地購入費も予定し、現在まで２億円

積み立てましたが、河畔公園の用地を決定し

たため、購入費が不要になり、もろもろなの

ですよ。

しからば、あえて聞きますよ。どの土地か

わかりませんけれども、購入費どのぐらいに
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想定していたのか。はたまたこの基金はパー

クばかりではなくて、室内ゲートボール場も

含まれているのですよ。差し引き計算したら

ですよ、室内ゲーボール場まだ示されていま

せんから、例として聞いてください。この後

に、三つ目に聞きますから。それは例えば１

億５,０００万円、河畔公園の整備に、土地

代は要らないのだから、整備５,０００万円

あるから２億円ぐらいで終わるのでないかと

いう目算があって言うならわかるけれども、

河畔公園の用地費だけがかからなくなったも

のだからと言うの、ちょっと寂しい答弁では

ないかと思うもので、また１２月聞きますの

で。

次、時間がありません。三つ目、特目の基

金というひっかけもありますが、最終的に室

内ゲーボール場どうされるのか。

私の会社の、小さな会社ですけれども、朝

から晩まで同じこと考えていないのです。人

の頭というのは、３６０日同じことを朝から

晩まで考えれと言ったほうが無理。何を言い

たいか、ゲートボール場の大きい町長の方針

という、思いだよ、決定まだしてませんか

ら、思いは伝え、いや頑張っているなと思い

ます。うらやましい限り。したら同時進行で

職員何百人といる大組織の中で、きょうあし

たのものには、つくるという意味ではならん

にしても、方針ぐらい示せれないのかな。

だから私は意地悪な質問だと思うけれど

も、我々議員も、少なくとも町長さんは、限

りある日にちしかないのですよ。だから私は

単純に、どうされるのかなとお聞きしている

のだけれども、任期中は頑張ってみます。こ

れ以上答え出ないのなら出ないで仕方ないで

すがね。そこら辺、時間がないもので、四つ

目も触れたいもので、もし御答弁があれば。

ない、はい。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 室内ゲーボール場

も、私の１期目からのマニフェストに載せ

て、２期目の公約のときには目指しますとい

うことでの表現で上げさせていただきまし

た。決して忘れているわけではなくて、これ

は議会にも平成１０年、１１年にゲートボー

ル場の陳情が上がって、採択されて、私も議

会事務局にいるときに、清里、小清水に行っ

て現地調査させていただきました。それで、

既存の利用ということも十分踏まえて考えて

というような当時の意見が出ていたと思いま

す。議会も継続性ありますから、当然そうい

うものを踏まえて検討しなければいけないと

いうことで、公有地あるいは民間の既存の

使っていない施設も含めて、実はいろいろ協

議してきたところですけれども、いまだまだ

御提示できるような状況にないということで

ありますので、引き続き任期中は最善の努力

をしたいということであります。もうちょっ

と質問の内容を具体的に書いていただけると

具体的なお話をできたと思いますけれども、

わからない部分もかなりありますので、答弁

は冷たいと言われましたけれども、決して冷

たいという思いではなくて、質問に対するお

答えということで答弁書を書かせていただき

ました。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） パークに関して

は、懸念される行為ということで、航空公

園、どうしてもパークをあそこにつくるとな

れば、私ばかりでなくて気になるところなの

ですよ。その方向性と後始末も含めて、行政

がしっかり方針を出すべきだというのは、私

はこの３項目の大きい趣旨です。

次に四つ目、町長の交際。いや町長となる

と大変なのですね。（「これ副町長も入って

いる」という声あり）だから代理も含めてと

私聞いてますから。

１年のうち１００カ日、平均したら。副町

長ばかり行っているの、これ。１００日大体

行っているから、網走管外ね、代理を含めて

ね。時間がありませんので、１２月にまた触

れることはないと思うけれども、体を壊さな

いように。私どもは来年の４月、議員は迎え
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ます。私の耳にしているうわさでは、誰か立

候補するという話も私の耳には聞こえており

ますので、体を壊さないように、そして町民

との約束もしっかり果たしていっていただき

たいということを申し述べてやめておきま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私は当初、１９年に

立起したときから、なるべくこの町にいよう

ということで、そういう公約も柱として、骨

としてやってきたので、今誤解与えるような

言い方されたので、私は修正させていただき

ますけれども、町長だけが何百日も行ってい

るわけでなくて、もちろん副町長、そして部

長、課長に行ってもらっている部分も含めて

の数値を上げさせていただいているので、そ

の辺、町民の皆さん誤解されては非常に、私

が当初訴えてきたことと違うので、そこは私

のほうから答弁させていただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 誤解してません。

私は代理含めて、本来言ってますので、誤解

しておりません。御理解ください。

終わります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１０番吉住

博幸さんの一般質問を終わります。

これで、本日の一般質問を終わります。

─────────────────────

◎散会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本日の日程

は全部終了しました。

これで、本日は散会します。御苦労さまで

した。

午後 ４時３１分 散会
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